




 

 

 

ごあいさつ 

 

 

 

 

 

本市は 2市 3町の合併により、緑豊かな中山間地域から尾道水道周辺地域を経て、独

特の多島美を有する島しょ部に至るまで、自然•歴史•文化•産業など、あらゆる分野で

多彩な地域資源を有しており、各地域でそれぞれの暮らしが営まれています。 

一方、全国の地方都市と同様に少子高齢化と人口減少が進行する中で、市街地の拡散

が進み、生活利便性や地域コミュニティの低下、行政コストの増大等が懸念されていま

す。また、全国的に自然災害が激甚化・頻発化しており、本市においても平成 30 年 7

月に豪雨災害が発生するなど、様々な災害リスクを抱えています。しかし、こうした状

況においても、将来にわたって「尾道」で暮らし続けるためには、持続可能なまちづく

りを行っていく必要があります。 

このような背景を踏まえ、商業•医療•福祉施設等の生活に必要な都市機能を地域に残

し続け、さらに地域間が公共交通によりつながることで、誰もが安心して「尾道」で暮

らし続けることができるまちを実現するため「尾道市立地適正化計画」を策定しました。 

本計画では、まちづくりの基本理念を「まち全体がつながり、これからも地域で安心

して暮らすことができる魅力あふれるまちづくり」とし、概ね 20 年後を見据えて、持

続可能なまちを目指し、計画の実現を図ることとしています。 

今後は、行政•住民•民間事業者が一体となり、「チーム尾道」で計画を推進していき

たいと考えておりますので、皆様のご支援•ご協力をお願いいたします。 

結びに、本計画の策定にあたり、熱心にご議論いただきました「尾道市都市再生協議

会」の委員の皆様をはじめ、貴重なご意見をいただきました市民の皆様に、心からお礼

を申し上げます。 

 

令和８年 3 月 

尾道市長 平谷祐宏 
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1章 計画の概要 

1.1 立地適正化計画とは 

立地適正化計画は、将来の人口減少や高齢化社会に対応したコンパクトな都市構造を実現

するための中長期的なマスタープランであり、持続可能な都市構造への再構築を目指して、

市町村が策定する計画です。 

従来の都市計画の規制を前提として、商業・医療・福祉等の都市機能を誘導する「都市機

能誘導区域」や居住を誘導する「居住誘導区域」を定め、緩やかに誘導を図るとともに、公

共交通と連携することで、市民の皆さまが地域で暮らし続けることができるまちづくりを目

指すものです。 

 

 

図 立地適正化計画制度のイメージ図 

 

  

都市機能誘導区域

居住誘導区域

市街化区域等

都市計画区域
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1.2 計画の目的・背景 

本市は、平成 17（2005）年 3 月に御調町、向島町と、平成 18（2006）年 1 月に因島市、瀬

戸田町と合併し、市域は大きく拡大しました。 

これまで、本市の最上位計画である「尾道市総合計画」を平成 29（2017）年に策定し、「元

気あふれ 人がつながり 安心して暮らせる ～誇れるまち『尾道』～」を都市像として、

独創的なまちづくりを推進するとともに、平成 30（2018）年に策定した「尾道市都市計画マ

スタープラン」において、土地利用や都市機能の配置、交通ネットワーク整備の方針等を定

め、便利で快適に暮らせる都市構造の実現に取り組んでいます。また、令和 2（2020）年に

「第2期尾道市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、人口減少を和らげ、市民が豊か

に生活し続けられる活力ある地域社会の実現を目指しています。 

全国の地方都市では人口減少と少子高齢化の進展に伴い、市街地の空洞化や都市の魅力・

利便性の低下が懸念されています。本市においても少子高齢化の急速な進展による人口構造

の変化が社会に様々な影響を及ぼしており、空き家の増加や地域の拠点の活力低下に加え、

自然災害の激甚化・頻発化等の課題を抱えています。これらは地域コミュニティの維持や日

常生活に大きな影響を与えるもので、健全な都市経営の重要性は一層高まっています。 

この状況を踏まえ、今後は人口が減少する中でも、医療・福祉・商業施設等の都市機能や

住宅等がまとまって立地し、高齢者をはじめとする住民が公共交通によりこれらの都市機能

にアクセスできるなど、効率的な都市経営による持続可能なまちづくりを実現していく必要

があります。 

このような背景のもと、平成 26（2014）年の都市再生特別措置法の改正により示された

「コンパクト・プラス・ネットワーク」の考え方に基づき、人口密度の維持、公共交通によ

るネットワークの確保、日常生活に不可欠な生活サービスの確保を継続的に行う持続可能な

まちづくりの実現が求められています。そのため、本市においても、居住や都市機能の誘導

を図り、関連分野との連携のもと、行政と住民、民間事業者が一体となって取り組むことが

重要です。これらの課題解決に向け、コンパクト・プラス・ネットワークのまちづくりを具

体的に進めるためのビジョンとして『尾道市立地適正化計画（以下、「本計画」という。）』を

策定します。 
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1.3 立地適正化計画の位置づけ 

本計画は、尾道市総合計画や備後圏域都市計画マスタープランに即して定め、尾道市都市

計画マスタープランの一部とみなされます。 

また、居住及び商業・医療・福祉等の都市機能を誘導する区域の設定を通じて、都市の効

率的な運営と持続可能なまちづくりを支える重要な指針となるため、関連計画等と連携・整

合を図る必要があります。 

 

 

  

関連計画 

 
＜基本方針＞ 

持続的なまちづくりを支え、 

将来にわたって親しまれる地域公共交通 

＜都市像＞ 

元気あふれ 人がつながり 安心して暮らせる 

～誇れるまち『尾道』～ 

尾道市総合計画 
＜都市像＞ 

瀬戸内海中央部の発展を牽引する 

魅力と活力にあふれる備後圏域 

・備後圏都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 

・因島瀬戸田都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 

・御調都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 即する 

即する 

尾道市地域公共交通計画 

＜まちづくりの基本理念＞ 

誰もが安全で、安心して暮らすことができ、地域が多彩に輝く、魅力あふれる都市 

 

尾道市都市計画マスタープラン 

尾道市立地適正化計画 

・尾道市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン 

・第 2 期尾道市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

・尾道市公共施設等総合管理計画 

・尾道市地域防災計画 

・第 2 期尾道市空家等対策計画 

・尾道市国土強靭化地域計画 

・尾道市こども計画 

・尾道市第 7 期障害福祉計画及び第 3 期障害児福祉計画 

  など 

コンパクト・プラス・ネットワーク 

備後圏域都市計画マスタープラン 

連携 整合 

即する 
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1.4 計画で定める主な事項 

本計画では、都市再生特別措置法第 81条第 2項の規定に基づき、以下の事項を定めます。 

表 立地適正化計画に定める主な事項 

項目 概要 

立地の適正化に関する 

基本的な方針  

まちづくりの理念や目標、目指すべき都市像 

居住誘導区域 
都市機能やコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導

すべき区域 

都市機能誘導区域 都市機能の増進に著しく寄与する施設の立地を誘導すべき区域 

誘導施設 都市機能誘導区域ごとに立地を誘導すべき施設 

誘導施設の立地を図るた

めの事業等(誘導施策) 

設定した誘導区域へ居住や都市機能の誘導を図るため、必要な 

事業 

防災指針 
居住や都市機能の誘導を図る上で必要となる都市の防災に関する

機能を確保するための指針 

 

 

1.5 計画の対象区域 

立地適正化計画の区域は、都市全体を見渡す観点

から、都市計画区域全域とすることが基本とされて

います。 

本計画においても、都市計画区域（御調都市計画

区域、備後圏都市計画区域、因島瀬戸田都市計画区

域）の全域を対象とします。 

また、本市の持続可能なまちづくりに向けて、都

市計画区域外の地域との連携を踏まえた計画としま

す。 

 

 

 

1.6 目標年度 

 本計画は、本市が目指す将来の都市の姿を展望し、時間をかけて緩やかに居住や都市機能

を誘導する計画として、計画期間を 20 年間の令和 27（2045）年度までとし、概ね 5年ごとに、

計画の進捗状況に関する調査･分析･評価を行います。 

また、尾道市総合計画をはじめとした上位計画の改定や、新たな制度への対応等の見直し

の必要性が生じた場合には、長期的な目標との整合に留意しながら適宜見直しを行うものと

します。 

 

 

 

 

図 本計画の対象区域 
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2章 本市の現状と課題 

2.1 本市の現状 

1．人口・世帯数 

１）人口推移 

本市の人口は昭和50（1975）年の185,503人をピークに減少傾向にあり、令和2（2020）

年の人口は131,170人と、昭和50（1975）年の人口に対して約30％減少しています。また、

世帯数はほぼ横ばいで推移しており、世帯の少人数化が進んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 人口・世帯数・世帯数当たり人員の推移 

資料：国勢調査 
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２）人口構造 

令和2（2020）年において、老年人口（65歳以上）は約36.5％、年少人口（15歳未満）は

約10.9％となっています。老年人口の割合は、全国や広島県より上回っています。また、

平成2（1990）年から令和2（2020）年にかけて、老年人口の割合は約18.6％増加していま

す。 

老年人口の増加だけでなく、年少人口の減少も続いており、少子高齢化が進んでいます。 

表 老年人口割合の推移 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 老年人口割合の推移 

資料：国勢調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 年齢３区分人口の推移 

資料：国勢調査  
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３）人口集中地区 

人口集中地区（DID 地区）の面積は、平成27（2015）年まではほぼ横ばいで推移していま

したが、令和2（2020）年には、人口が減少したことに伴い面積は縮小しました。 

人口集中地区の人口密度は、減少傾向となっていましたが、面積の縮小に伴い増加しまし

た。 

人口集中地区は、新尾道駅北部や因島地域南部で縮小する一方、新尾道駅と尾道駅の間の

平原団地で拡大しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 人口集中地区の面積及び人口密度の推移 

資料：国勢調査 

  
平成27（2015）年 令和2（2020）年 

図 人口集中地区の変遷 

資料：国勢調査  
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した合計5,000人以上と
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４）地域別人口動態 

地域別人口は、すべての地域で減少傾向となっており、尾道地域を除いて、平成2（1990）

年から30年間で20％以上減少しています。減少率が最も高いのは、因島地域となっています。 

 

表 地域別人口割合の推移 

 

 

 

 

 

 

※平成2（1990）年の人口を100％としたときの割合 

資料：国勢調査をもとに算出 

 

図 地域別人口の推移 

資料：国勢調査 
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向島地域 100% 98% 93% 88% 83% 79% 74%

因島地域 100% 93% 86% 82% 78% 72% 67%

生口島地域 100% 94% 90% 85% 82% 75% 71%
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５）社会増減者数 

転入者数は増減を繰り返しつつ、概ね4,000人前後で推移していますが、転出者数が4,500

人前後となっており、平成25（2013）年以降、平成27（2015）年を除いて社会減※が続いてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 転出転入超過の推移 

資料：広島県人口移動統計調査 

※転出者数が転入者数を上回る状態のこと 
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６）将来推計人口 

国立社会保障・人口問題研究所（以下、「社人研」という。）の将来推計人口によると、

本市の総人口は減少し続けると見込まれ、令和42（2060）年時点において、約77,100人と

なるという推計が示されています。 

令和2（2020）年の人口に対し、令和22（2040）年の人口は、市全域で減少する見込みと

なっています。一方で、平成12（2000）年から令和2（2020）年にかけて人口の増加した東

尾道駅周辺、平原団地周辺では今後も人口増加が見込まれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 将来人口の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 年齢別人口割合の推移 

資料：国勢調査、国立社会保障・人口問題研究所 将来推計人口、尾道市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン  

※年齢3区分人口割合の実測値は国勢調査、推計値は尾道市独自推計を使用  
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図 人口増減推移[平成12（2000）年→令和2（2020）年] 

資料：国勢調査、国立社会保障・人口問題研究所の将来人口推計を基に分析 

  

人口増加 

平原団地周辺 

人口増加 

東尾道駅周辺 

人口増加 

因島中庄町周辺 

人口増加 

御調支所周辺 

500ｍメッシュあたり 

人口増減数（H12-R2） 
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図 人口増減推計[令和2（2020）年→令和22（2040）年] 

資料：国勢調査、国立社会保障・人口問題研究所の将来人口推計を基に分析 

  

今後も人口増加 

平原団地周辺 

今後も人口増加 

東尾道駅周辺 

今後は人口減少 

因島中庄町周辺 

今後は人口減少 

御調支所周辺 

500ｍメッシュあたり 

人口増減数（R2-R22） 
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2．土地利用等 

１）土地利用規制（都市計画） 

尾道市の都市計画区域16,917ha のうち、2,011.9ha（11.9％）が市街化区域に指定されて

います。市街化区域のうち、第一種住居地域が734.1ha（36.5％）、第一種中高層住居専用

地域が345.2ha（17.2％）を占めており、市街化区域の50％以上が住居系の用途地域に指定

されています。 

 

表 都市計画区域・用途地域の指定状況 

 

資料：統計おのみち（R4） 

  

市街化区域内 全体
16,917.0 － 100.0%
2,011.9 100.0% 11.9%

第一種低層住居専用地域 134.1 6.7% 0.8%
第二種低層住居専用地域 1.2 0.1% 0.0%
第一種中高層住居専用地域 345.2 17.2% 2.0%
第二種中高層住居専用地域 13.8 0.7% 0.1%
第一種住居地域 734.1 36.5% 4.3%
第二種住居地域 23.4 1.2% 0.1%
準住居地域 13.0 0.6% 0.1%
近隣商業地域 118.9 5.9% 0.7%
商業地域 62.3 3.1% 0.4%
準工業地域 269.0 13.4% 1.6%
工業地域 269.3 13.4% 1.6%
工業専用地域 27.5 1.4% 0.2%

5,375.0 - 31.8%
930.0 - 5.5%

第一種低層住居専用地域 - - -
第二種低層住居専用地域 - - -
第一種中高層住居専用地域 - - -
第二種中高層住居専用地域 15.0 - 0.1%
第一種住居地域 532.0 - 3.1%
第二種住居地域 - - -
準住居地域 - - -
近隣商業地域 164.0 - 1%
商業地域 12.0 - 0%
準工業地域 109.0 - 1%
工業地域 38.0 - 0%
工業専用地域 60.0 - 0%

8,600.0 - 50.8%

市街化調整区域

市街化区域
都市計画区域

区域・用途区分 面積（ha）
割合

非線引き用途白地

非線引き用途地域
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備後圏都市計画区域は、市街化区域、市街化調整区域の区域区分（線引き）がある区域

（線引き区域）となっており、沿岸部の平地を中心に市街化区域が指定されています。 

御調都市計画区域は、区域区分のない区域（非線引き区域）となっており、用途地域は

指定されていません（非線引き用途白地地域）。 

因島瀬戸田都市計画区域も同様に非線引き区域となっており、主要幹線道路沿道や沿岸

部には、用途地域が指定されています（非線引き用途地域）。 

 

 

図 用途地域の指定状況 

資料：広島県都市計画基礎調査 

尾道駅 

土生港 

 
御調町には用途地域が

指定されていません 

 

御調都市計画区域 

 
平地を中心に市

街化区域が指定

されています 

備後圏都市計画区域 

 

因島瀬戸田都市計画区域 

 
主要道沿道や沿岸部

を中心に用途地域が

指定されています 

地域 
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２）土地利用状況 

建物用地の面積が、昭和51（1976）年から令和3（2021）年の間で約2倍に増加していま

す。既成市街地の縁辺部に新たな建物用地が広がっており、地域ごとの人口減少を踏まえ

ると低密度な市街地が拡大していると考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   
昭和51年（1976年） 平成9年（1997年） 令和3年（2021年） 

 
図 土地利用の変遷 

 

  資料：国土数値情報 

 

既成市街地

の縁辺部に

新たな建物

用地が増加 
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（2021年）
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３）開発動向 

宅地面積は、平成13（2001）年から平成23（2011）年の10年間で約1,126ha 増加していま

す。毎年、市街化調整区域における開発行為が行われており、主に、住宅用地として開発

されています。人口が減少する中、開発行為により宅地面積が増加していることから、結

果として面積当たりの人口が低下し、人口密度の低い市街地が拡大していると考えられま

す。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 宅地面積の推移 

資料：統計おのみち（H8～R6） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 市街化調整区域における開発許可（面積・件数）の推移 

資料：尾道市 
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４）空き家の動向 

本市の空き家率は増加傾向にあり、広島県の推移よりも高い割合で推移しています。人

口減少や少子高齢化に伴う空き家率の増加により都市のスポンジ化が進んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 尾道市の総住宅数・空き家数及び空き家率の推移 

資料： 「住宅・土地統計調査結果」（総省統統計）） 

※空き家数は、長期不在となっている空き家に加え、賃貸用住宅や売却用住宅の空き家を含む。 

※H5～H15は御調町、向島町、瀬戸田町のデータなし。 
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3．公共交通 

１）公共交通網 

本市における公共交通の運行（運航）状況は次のとおりです。 

 

図 本市における公共交通網 

資料：国土数値情報をもとに作成  

中国やまなみ街道 

山陽自動車道 

東尾道駅 

新尾道駅 

尾道駅 

瀬戸内しまなみ海道 

 

【鉄道】 

JR山陽新幹線とJR山陽本線が運行して

おり、市内には尾道駅、東尾道駅、新

尾道駅の3駅 

【高速バス】 

広島市・福山市への県内移動の

路線のほか、今治市や松山市な

ど、愛媛県方面への路線が運行 

【尾道広島空港線】 

尾道～広島空港間をジャンボタ

クシー等で運行し、主に尾道駅

や新尾道駅を経由 

【路線バス】 

市内で5社の民間事業者がバスを

運行しており、一部の路線では

複数の事業者が共同で運行 

【航路】 

市域を越えた生活航路、港内渡

船や島しょ部である向島地域、

因島地域、生口島地域と尾道地

域や愛媛県を結ぶ航路等が運航 

【乗合タクシー※】 

御調町内全域（みつぎ乗合タクシ

ー）と原田町小原、福山市本郷町

（本郷・小原乗合タクシー）を月

～土曜日の週6日運行 
※定員が10人以下のタクシー車両を用いて運行され

る乗合運送事業 

【自家用有償旅客運送※】 

尾道地域の百島(2路線)と

因島地域の因島(1路線)で

計3路線が運行 
※バスやタクシー事業者によるサービス

の提供が困難な場合であって、地域に

おける輸送手段の確保が必要な場合

に、必要な安全上の措置を取った上

で、自治体や NPO 法人等が、自家用車

を用いて提供する運送サービス 
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２）公共交通利用状況 

鉄道の乗車人数は、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2（2020）年度に大幅

に減少しましたが、令和3（2021）年度以降、回復傾向にあります。路線バスの利用者数は、

令和2（2020）年度に減少し、以降横ばいに推移しています。航路の利用者数は、年により

変動はありますが、減少傾向です。みつぎ乗合タクシーの利用者数は、平成30（2018）年

10月の運行開始後、令和3（2021）年度までは減少傾向でしたが、利便性を高める取組によ

り回復傾向にあります。また、バス路線の廃止を受け、令和6（2024）年4月から本郷・小

原乗合タクシーの運行を開始しました。自家用有償旅客運送の利用者数は、減少傾向にあ

り、平成28（2016）年度から令和4（2022）年度までにほぼ半減しています。全体として公

共交通の利用者数は、減少傾向にあるといえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 鉄道の1日あたり乗車人数 

資料：尾道市地域公共交通計画 令和5（2023）年3月（H26～R2）、統計おのみち（R3～R5） 

 

 

図 路線バス年間利用者数の推移 

※尾道市を走行する系統のみ（本四バス開発、おの

みちバス、鞆鉄道、中国バス、因の島バス） 

図 航路の利用者数の推移 

（補助航路のみ） 

 
  

図 みつぎ乗合タクシーの利用者数の推移 

（平成30(2018)年10月運行開始） 

図 自家用有償旅客運送の利用者数の推移 

資料：尾道市地域公共交通計画 令和5（2023）年3月  
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３）公共交通（バス停）の徒歩圏人口カバー率※ 

公共交通の利便性が高い徒歩圏内（バス停から400ｍ圏域内及びみつぎ乗合タクシー運行

区域）に約87.1％に当たる市民が居住しています。ただし、沿線から離れた市民の移動ニ

ーズを満たすことができていないエリアも存在すると考えられます。 

 
図 本市におけるバス停400ｍ圏域の運行区域と人口分布 

※公共交通(バス停)の徒歩圏人口カバー率：バス停から 400m 圏域（一般的な人の徒歩 5分圏域）の人口割合 

  

131,170 114,248 87.1%

人口カバー率

（％）

総人口

（人）

徒歩圏人口

（人）
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4．都市機能施設 

１）都市機能施設の立地状況 

公共、教育、金融、商業、医療・介護の都市機能施設は、市街化区域内、用途地域内に

主に分布しており、特に、尾道駅、東尾道駅周辺に集積しています。 

表 都市機能施設の立地状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 都市機能施設の徒歩圏人口カバー率※ 

※徒歩圏人口カバー率：施設から 800ｍ圏（「都市の構造の評価に関するハンドブック（国土交通統）」の評価

指標で一般的な徒歩圏）人口の割合 
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済 

東尾道駅 

向島支所 

瀬戸田支所 

新尾道駅 

尾道駅 

御調支所 

因島総合支所 

【尾道地域】 

・地形的には平地が少なく、市街地と山間

地が近接 

・市街化区域にある尾道駅、新尾道駅、東

尾道駅周辺は各都市機能施設が集積して

いるが、市街化調整区域には都市機能施

設はほとんど立地していない 

・北部は、都市計画区域外であり、商業施

設、医療施設、教育施設はほとんど立地

していない 

【向島地域】 

・尾道地域の対岸に位置しており、尾道水

道沿岸部に広がる平地が市街化区域に指

定 

・各都市機能施設は、市街化区域に分布し

ており、主に向島支所周辺に集積 

【因島地域】 

・山や丘陵地が広がる地域であり、

平地は非常に少ないため、比較的

平地の広がっている沿岸部や山裾

に都市機能施設が立地 

・都市機能施設は、用途地域のほぼ

全域に分布しているが、主に因島

総合支所周辺及び一般国道317号沿

道に立地 

【生口島地域】 

・沿岸部を中心に市街地・集落地が連続的

に広がる 

・各都市機能施設は、用途地域に分布して

おり、主に瀬戸田支所周辺に集積 

【御調地域】 

・緑豊かな自然景観や田園景観が広がり、中

心部を流れる御調川に沿って平地が広がる 

・都市計画区域内を流れる御調川に沿って宅

地や農地、都市機能施設が分布し、地域の

中心部が形成されており、主に御調支所周

辺に集積 

図 都市機能施設分布 
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（１）商業施設 

商業施設は主に尾道地域東部や向島地域、国道184号沿道を中心に立地しており、徒歩圏

人口カバー率は約51.3％で全国平均（40.5％）を上回っています。 

 

図 商業施設分布（800ｍ圏域）  

尾道市 全国平均

131,170 67,257 51.3% 40.5%

人口カバー率

（％）
総人口

（人）

徒歩圏人口

（人）
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（２）医療施設 

医療施設は主に尾道水道沿岸部、尾道地域東部を中心に立地しており、徒歩圏人口カバ

ー率は約63.2％で全国平均（62.3％）並となります。 

 

図 医療施設分布（800ｍ圏域）  

尾道市 全国平均

131,170 82,918 63.2% 62.3%

総人口

（人）

徒歩圏人口

（人）

人口カバー率

（％）
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（３）介護福祉施設 

介護福祉施設は主に尾道地域西部や新尾道駅周辺、東尾道駅周辺を中心に立地しており、

徒歩圏人口カバー率は約66.3％で全国平均（41.0％）を上回っています。 

 

図 介護福祉施設分布（800ｍ圏域）  

尾道市 全国平均

131,170 86,913 66.3% 41.0%

総人口

（人）

徒歩圏人口

（人）

人口カバー率

（％）
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（４）金融施設 

金融施設の徒歩圏人口カバー率は77.7％で、概ね市全域をカバーしています。 

 

図 金融施設分布（800ｍ圏域） 

  

131,170 101,907 77.7%

総人口

（人）

徒歩圏人口

（人）

人口カバー率

（％）
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（５）教育施設 

教育施設の徒歩圏人口カバー率は62.2％となっています。 

 

図 教育施設分布（800ｍ圏域） 

 

131,170 81,587 62.2%

総人口

（人）
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（人）
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（６）公共施設 

公共施設の徒歩圏人口カバー率は93.1％で、概ね市全域をカバーしています。 

  

図 公共施設分布（800ｍ圏域） 

  

131,170 122,135 93.1%
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（人）
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２）下水道整備 

尾道地域の市街地に公共下水道事業区域が指定されています。非線引き区域の御調地域

には特定環境保全公共下水道事業区域が指定されています。その他、集落排水事業区域や

汚水処理施設区域が指定されています。 

 

 

 

図 下水道整備区域 

資料：尾道市(令和7（2025）年5月1日時点) 

広島県の下水道2024(令和6（2024）年3月31日時点)  

凡例 
 ：公共下水道事業計画区域 

（整備済み及び整備中の区域） 
 ：公共下水道全体計画区域 

（将来的に整備される予定の区域） 
 ：集落排水事業区域 
 ：汚水処理施設区域 

（団地内処理） 
上記以外：個別処理区域 

 

 

※公共下水道、特定環境保全公共下水道のみ 

処理人口

（人）

127,388 21,843 17.10%

人口（人）
人口普及率

（％）
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5．経済活動 

１）経済活動 

市内の卸・小売業事業所数は平成19（2007）年から平成24（2012）年にかけて大幅に減

少、以降横ばいで推移していましたが、平成28（2016）年から令和2（2020）年にかけて再

び減少しています。 

卸・小売業の年間商品販売額は、平成24（2012）年から平成28（2016）年にかけて増加

しましたが、令和2（2020）年に減少しています 

従業員数は、減少傾向でしたが、平成24（2012）年以降増加傾向で、小売業の売場面積

は、平成24（2012）年以降ほぼ横ばいで推移しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 卸・小売業年間商品販売額・事業所数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 卸・小売業年間従業者数、小売業売場面積 

資料：H14～H19･H26は商業統計調査、H24･H28～R2経済センサス‐活動調査（卸売業・小売業分） 

※平成24（2012）年以降は管理、日本標準産業分類(平成25（2013）年10月改定)補助的経済活動のみを行う

事業所、産業細分類が格付不能の事業所、卸売の商品販売額、小売の商品販売額及び仲立手数料のいずれ

の金額も無い事業所は含まない。  
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6．財政 

１）歳入・歳出の推移 

本市の歳入決算額（普通会計）は、平成18（2006）年度から令和2（2020）年度にかけて

増加傾向にあり、その後、減少傾向です。国・県支出金は、令和2（2020）年度以降、減少

傾向です。財政力指数は、平成23（2011）年度以降、低下傾向です。 

本市の歳出決算額（普通会計）は、平成18（2006）年度から令和2（2020）年度にかけて

増加傾向にあり、その後、減少傾向です。特に高齢化の進展に伴い、令和5（2023）年度の

扶助費は、平成18（2006）年度に比べると大幅に増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 歳入決算額の推移（普通会計） 

資料：統計おのみち（H18～R5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 歳出決算額の推移（普通会計） 

資料：統計おのみち（H18～R5） 
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２）公共施設の更新費用 

本市では、高度経済成長を背景に、昭和40（1965）年頃から、合併前の2市3町それぞれ

が、数多くの公共施設を建設してきました。令和4（2022）年から今後30年のうちに、58.7

万㎡、76.6％もの施設が、建築から50年以上経過した老朽化施設となり、これらの施設に

対する修繕や建替え、更新について、その財源も含め早急な対応を迫られることとなりま

す。 

公共施設等における適切な規模や在り方等について見直しに取り組む中で、ハコモノ系

施設とインフラ系施設をあわせた公共施設を、全て一定の条件で大規模改修、建替・更新

を行うとした場合、改修・更新費用は、令和25（2043）年度から令和27（2045）年度にピ

ークを迎え、年平均約167.7億円になると見込まれます。 

 

 

図 ハコモノ系施設の建築年別延床面積 

資料：尾道市公共施設等総合管理計画 令和4（2022）年6月改訂 
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図 公共施設等将来更新費用推計 

資料：尾道市公共施設等総合管理計画 令和4（2022）年6月改訂 
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7．災害 

１）災害リスク 

市内各所に土砂災害や洪水・高潮・津波浸水の災害リスクがある区域が分布しています。 

災害リスクがある区域の居住人口は表のとおりです。 

 

表 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域の指定状況（令和5（2023）年6月22日時点） 

資料：広島県砂防課 

 

表 ハザード区域の居住人口 

※2階床下に相当する高さ 

資料：広島県土砂災害ポータルひろしま、洪水ポータルひろしま、高潮・津波災害ポータルひろしま、 

総省統統計） 国勢調査に関する地域メッシュ統計  

  

土石流 急傾斜 地すべり 合計 

    
 

          

警戒

区域 

内、特別

警戒区域 

警戒

区域 

内、特別

警戒区域 

警戒

区域 

内、特別

警戒区域 

警戒

区域 

内、特別

警戒区域 

尾道市 
939 

箇所  
870箇所 

2,014

箇所   
1,974箇所   6箇所   0箇所   

2,959

箇所   
2,844箇所 

  

土砂災害 洪水浸水(3ｍ以上※) 高潮浸水 

(3ｍ以上※) 

(想定 

最大規模) 

津波浸水 

(3ｍ以上※) 

    

洪水浸水 

(計画規模) 

洪水浸水 

（想定 

最大規模） 
警戒区域 

内、特別 

警戒区域 

居住人口 28,472人 4,897人 69人 14,312人 11,702人 3,731人 

全人口に 

占める割合 
21.7％ 10.9％ 8.9％ 2.8％ 
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２）土砂災害 

市街化区域・用途地域内の斜面地をはじめ、非線引き白地地域である御調川周辺や生口

島南部など、市内全域で土砂災害警戒区域等が広く指定されています。 

 

図 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 

資料：広島県土砂災害ポータルひろしま（令和4（2022）年8月時点）  

御調川周辺 

生口島南部 

 

市内全域に土砂災害警

戒区域等が指定されて

います。 

 

 

山間部や沿岸部だけでなく、市

街化区域・非線引き用途白地地

域内の斜面地にも土砂災害警戒

区域が指定されている箇所があ

ります。 
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３）洪水浸水 

東尾道駅周辺、美ノ郷町周辺及び御調川周辺で最大3～5ｍの洪水浸水が想定されていま

す。 

 

図 洪水浸水想定区域【御調川・藤井川・本郷川・芦田川水系中小河川 

・二級水系中小河川尾道地域・二級水系中小河川島しょ部地域】（想定最大規模） 

資料：広島県 洪水ポータル ひろしま（令和2（2020）年5月時点） 

  

東尾道駅周辺 

美ノ郷町周辺 

御調川周辺 
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４）高潮浸水 

尾道水道沿岸部で最大3ｍ程度、東尾道駅周辺や因島中庄町周辺で最大3～5ｍの高潮浸水

が想定されています。 

 

図 高潮浸水想定（想定最大規模） 

資料：広島県 高潮・津波ポータル ひろしま（令和3（2021）年8月時点） 

東尾道駅周辺 

因島中庄町周辺 

尾道水道沿岸部 
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５）津波浸水 

東尾道駅周辺で最大3～5ｍ、因島中庄町周辺で最大3ｍ程度の津波浸水が想定されていま

す。 

  
図 津波浸水想定（想定最大規模） 

資料：広島県地震被害想定調査報告書（令和7（2025）年10月）  

東尾道駅周辺 

因島中庄町周辺 
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６）震度分布 

市全域において震度5強以上の揺れが想定されており、特に尾道駅周辺や向東町周辺、向

島インターチェンジ周辺では、震度6強を超える強い揺れが想定されます。 

 

図 震度分布想定 

資料：広島県地震被害想定調査報告書（令和7（2025）年10月）  

向東町周辺 

尾道駅周辺 

向島インターチェンジ周辺 
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2.2 市民意向調査 

1．調査目的 

本計画の作成にあたり、市民の日常生活の実態や将来の意向を反映させるため、尾道市

在住の18歳以上の市民を対象に市民意向調査を実施しました。 

2．配布数/回収数 

配布数：3,000部 

回収数：1,149部（回収率38.3％） 

 

3．配布方法/回収方法 

配布：郵送配布 

回収：郵送回収【970部】、WEB 回収【179部】 

 

4．設問項目 

１．回答者の属性 

２．日常生活の移動環境 

３．日常生活に必要な機能等 

４．災害対策 

５．尾道市の将来像 

 

5．調査結果 

１）回答者の属性 

回答者の50％以上は60歳以上で、子育て世代（20-49歳）は全体の26.2％となっています。 

居住地は人口割合と同様の傾向で、尾道地域中部や尾道地域東部、向島地域の回答が多

くなっています。 

世帯構成は核家族世帯（夫婦及び子または親と同居）が全体の71.9％を占めており、単

身世帯は全体の14.5％です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 年齢構成           図 居住地          図 世帯構成     

18～19歳

0.9%
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13.6%

50～59歳

16.2%
60～69歳

18.2%

70～79歳

27.8%

80歳以上

10.6%

n=1129

尾道地域中部

21.0%

尾道地域東部

15.7%

尾道地域西部

7.7%

尾道地域北部

12.2%
御調地域

5.5%

向島地域

16.2%

因島北部地域

7.2%

因島南部地域

8.0%

生口島地域

6.5%

n=1143

単身者

14.5%

夫婦

32.9%

子または親と同居

37.1%

3世代

7.9%

その他

7.6%

n=1149

図 市民意向調査結果集計における地域区分 



２章 本市の現状と課題 

41 

 

２）日常生活の移動環境 

自家用車の利用が最も多いが、最寄り品やかかりつけ医、コミュニティ施設等の利用は

徒歩や自転車で利用している人が多くなっています。今後、さらなる高齢化により自家用

車による移動が困難になる人が増加すると考えられるため、これらの徒歩で移動できる施

設を維持していくことが重要です。 

いずれの施設の利用についても、健康面や公共交通機関の廃止、その他の理由による移

動に関する不安は多くあり、持続的な移動手段の確保に向けた取組が必要です。 

 
最寄り品(食料品、日用品など) 

 
かかりつけ医 

 
コミュニティ施設 

 
休日の娯楽、レジャー 

図 施設を利用する際の主な交通手段 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 利用する施設に移動する場合の将来的な移動に関する不安  
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３）日常生活に必要な機能等 

自家用車を使わずに行けるところに立地してほしい施設として、日常的に利用するスー

パーマーケットやかかりつけ医、金融機関が特に求められています。これらの施設を地域

の拠点へ維持・誘導することで、人口減少・高齢化が進んだ将来においても生活の利便性

を確保することができます。また、公園や図書館等の教育文化施設、介護・福祉施設等は、

自家用車や公共交通等によるアクセス性を高めることで生活利便性の向上を図ることがで

きます。 

住んでいる地域の拠点周辺は、商業施設が充実したまち、高齢者の暮らしやすいまちと

なることが求められています。地域の拠点として、商業施設や医療・福祉施設、公共公益

施設等の日常生活に欠かせない施設の集積が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 自家用車を使わずに（主に自転車、徒歩等で）行けるところに必要な施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 日常生活を支える場所（拠点）の望ましい将来像  
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４）災害対策 

災害に対して安全なまちづくりを進めるために、ライフラインの強化・充実が最も求め

られています。また、災害リスクの高い場所から安全な場所への住み替え意向を聞いたと

ころ、住み替えないという回答が過半数となっています。加えて、災害リスクのある場所

での安全に関する規制や制限については、安全に関する規制は必要という回答が半数以上

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 災害対策として特に優先的に取り組むべき事項 
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図 災害リスクのある場所での安全に

関する規制や制限の考え 
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ライフライン(電気、ガス、通信、上下水道など)の強化・充実

河川や排水路、堤防などの整備による洪水・津波対策の推進

防災施設の整備、擁壁工事や斜面工事等による

土砂災害対策の推進

避難場所となる公園、広場の整備

避難や救助活動のための道路の整備

非常用の食料や飲料水を備蓄する倉庫の整備

木造住宅や老朽建物など、火災や地震に弱い建物の不燃化や

延焼防止対策、耐震化の促進

災害時の見回りや声かけ等の地域のつながりの強化

災害危険個所の周知や防災訓練等による市民の防災意識の向上

防災無線や地上デジタル放送等を利用した

リアルタイムの災害情報発信

外国人にも伝わるよう多言語表記等を用いた

わかりやすい避難誘導サインの設置

ヘリポート、広域道路等の整備による

市外への防災ネットワークの強化

その他

n=1026
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５）尾道市の将来像 

住まいの地域の将来望ましい姿や、将来像を実現するために取り組むべきこと、今後も

守っていくべきことの結果から、若い人や子育て世代の住みやすさ、交通ネットワークの

構築、空き家対策、道路整備、働く場の確保により、生活基盤を整え、居住を誘導し、利

便性の高いまちづくりを進めることが重要であると言えます。 

 
図 尾道市で将来心配な事 

 

図 住まいの地域の将来望ましい姿 

 
図 住まいの地域で取り組むべきことや今後も守っていくべきこと  
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利用者の減少により、バス路線等が削減され、自家用車を

利用できない人の移動が不便になる

利用者の減少により、近くのスーパーや診療所等が少なくなる(無くな

る)

税収の減少・社会保障費の増加により、市民への行政サービス(道路・公

園の維持管理やごみ収集回収など)が低下する

空き地や空き家の増加により地域コミュニティが衰退する

市街地が衰退し、尾道市の魅力・活力が衰退する

何も心配はない

その他

n=1050
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商店・銀行・病院等の生活サービス施設が充実した便利なまち

海や山等の豊かな自然環境を大切にしながら、地域住民のための生活基

盤(道路・公園など)が確保されたまち

静かで落ち着いた住環境を重視したまち

働く場と生活する場が身近にある職住近接のまち

自然・歴史・文化財を活かした魅力あるまち

オフィスや商業、飲食などの施設が集まる賑わいのあるまち

わからない

その他

n=1028



２章 本市の現状と課題 

45 

 

2.3 まちづくりの課題 

 「2.1 本市の現状」と「2.2 市民意向調査」からみえる課題を分野別に整理しました。 

分野 【本市の現状と市民意向調査からみえる課題】 

人口 

●人口減少を和らげるため、将来を担う若年層の転出抑制や転入促進、移住定住の促進等の取組が必要

です。 

●人口減少や少子高齢化に対応するため、都市機能の維持・充実や交通利便性の向上など、高齢者にと

って暮らしやすいまちづくりを進める必要があります。 

●都市の維持・活性化に向けて、既成市街地や各地域の拠点周辺の人口密度の維持・向上を進めていく

必要があります。 

■住み慣れた地域で暮らすために、生活サービス施設周辺や公共交通沿線に居住を誘導し、施設等の維

持・確保を行うことにより、利便性の高いまちづくりを進めることが必要です。 

■若い人や子育て世代の住みやすい地域づくりが求められています。 

土地

利用 

●低密度な市街地が拡散しており、人口減少が続くなかでは生活サービス施設が維持できなくなるおそ

れがあります。住み慣れた地域で生活利便性を維持するためには、居住や生活サービス施設の適正配

置が必要です。 

●市街化の状況と将来を見据えた計画的な都市計画の区域区分や地域地区（用途地域等）の見直しが必

要です。 

●市街化調整区域における無秩序な市街地拡散の抑制と地域特性を踏まえた宅地開発の誘導が必要で

す。 

●空き家が増え続けているため、適切な管理と利活用の促進が必要です。 

公共

交通 

●比較的高い公共交通の利便性を今後も維持するため、市民の移動ニーズを踏まえた地域間や地域内を

結ぶ効率的・効果的な公共交通ネットワークを構築する必要があります。 

●住宅集積地については、尾道市地域公共交通計画と連携し、さらなる利便性の向上に取り組む必要が

あります。 

■徒歩や自転車、公共交通で安心して移動できる都市構造への転換や既存公共交通の維持・確保が必要

です。 

都市

機能 

●徒歩圏人口カバー率から見ると、都市機能施設はある程度市全域をカバーしていると考えられます

が、今後人口減少が進み、低密度な市街地が拡散すると都市機能施設を維持できなくなることが懸念

されます。居住や都市機能施設の適正配置により生活利便性を維持する必要があります。 

●尾道駅や東尾道駅周辺等においては、既存の都市機能施設の集積を生かし、適切な更新や新たな施設

の誘導等による魅力と活力の維持・向上が必要です。 

■身近な地域へ日常的に利用するスーパーやかかりつけ医、金融機関等の立地が求められており、これ

らの施設を地域の拠点に維持・誘導する取組が必要です。 

経済

活動 

●事業所数が減少し続けており、年間販売額も近年減少しているため、都市の活力の維持・向上に向け

た取組が必要です。 

■尾道で住み続けるために、働く場が求められています。 

財政 

●扶助費をはじめとした義務的経費や公共施設等の維持管理費用の増大など、財政状況が厳しくなる中

で、持続可能な都市経営を図るため、公共サービスの効率化や公共施設等の効率的な配置を行う必要

があります。 

災害 

●土砂災害・浸水対策のハード整備と避難誘導等のソフト対策の一体的な取組の推進が必要です。 

●災害リスクの低いエリア等への居住を促すなど、安全性を確保された居住環境への誘導が必要です。 

●本市の地理的特徴として平地が少なく、急傾斜地が多い地形等を踏まえ、災害発生の恐れのある区域

では、避難場所や避難経路の確保など、地域防災力の強化が必要です。 

■災害リスクがある土地に居住する人も地域で安全・安心に暮らすために、土砂災害・浸水被害等に対

するハード整備や避難誘導等のソフト対策が必要です。 

■災害の危険性が高い地域では、地域の実情を踏まえた建築や開発規制等の検討が必要です。 

●：本市の現状からみえる課題 

■：市民意向調査からみえる課題 
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 また、これら分野別で見えてきた課題から、まちづくりの課題を次のとおり整理しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①人口 

②土地利用 

⚫ 居住や生活サービス施設の適正配置 

⚫ 計画的な都市計画の区域区分や地域地区（用途地域

等）の見直し 

⚫ 市街化調整区域における無秩序な市街地拡散の抑制

と地域特性を踏まえた宅地開発の誘導 

⚫ 空き家の適切な管理と利活用の促進 

③公共交通 

⚫ 市民の移動ニーズを踏まえた地域間や地域内を結ぶ

効率的・効果的な公共交通ネットワークの構築 

⚫ 住宅集積地における尾道市地域公共交通計画と連携

したさらなる利便性の向上 

◼ 徒歩や自転車、公共交通で気軽に移動できる都市構

造への転換や既存公共交通の維持・確保 

④都市機能 

⚫ 居住や都市機能施設の適正配置 

⚫ 既存の都市機能施設の集積を生かし、適切な更新や

新たな施設の誘導等による魅力と活力の維持・向上 

◼ 既存施設の維持と新たな施設の誘導による都市機能

の充実 

⑤経済活動 

⚫ 都市の活力の維持・向上 

◼ 働く場の確保 

⑥財政 

⚫ 公共サービスの効率化や公共施設等の効率的な配置 

⑦災害 

⚫ 将来を担う若年層の転出抑制や転入促進、移住定

住の促進の取組 

⚫ 将来の人口規模や人口構造に対応した誰もが暮ら

しやすいまちづくり 

⚫ 既成市街地や各地域の拠点周辺の人口密度の維

持・向上 

◼ 生活サービス施設周辺や公共交通沿線へ居住の誘

導や施設等の維持 

◼ 若者の住みやすさや子育てしやすい環境づくり 

●：本市の現状からみえる課題 

■：市民意向調査からみえる課題 

今後の人口減少や人口構成の変化を見極

め、既存ストックの適正な維持と有効活用

を進めるとともに、居住誘導を図る区域の

明示や都市機能の集約化による新たな投資

的経費の軽減など、持続可能な都市の構築

に向けた行財政運営を行うことが課題で

す。 

課題５：持続可能な行財政運営 

自然災害が激甚化・頻発化している中、

住み慣れた地域で住み続けるため、河川改

修等のハード整備や居住地の適正化・避難

誘導等のソフト対策等により、災害に対す

る安全・安心を確保することが課題です。 

⚫ 土砂災害・浸水被害等に対するハード整備とソフト

対策の一体的な取組の推進 

⚫ 災害リスクの低いエリア等に居住を促進するなど、

安全性を確保された居住環境への誘導 

⚫ 避難場所や避難経路の確保など、地域防災力の強化 

◼ 安全・安心に暮らせる住環境の構築 

◼ 地域の実情を踏まえた建築や開発の規制等の検討 

課題４：災害に対する安全・安心の確保 

誰もが住み続けられるまちを構築するた

め、都市における既存ストックの活用、都

市機能の適正配置、公共交通機関の利便性

の向上、子育て・福祉施策の充実等による

定住人口の確保やコミュニティの維持・活

性化など、人口減少や少子高齢化に対応す

ることが課題です。 

課題１：人口減少や少子高齢化に対応したま

ちづくり 

厳しい財政状況が予想される中、都市基

盤の効率的な整備や維持管理、商業・交

通・福祉等の効果的な生活サービスを提供

するためには、都市機能や居住機能を集約

した都市構造の形成が課題です。 

課題２：都市機能の確保による活力と 

魅力の維持・向上 

住み慣れた地域で暮らし続けられるよう

に、現在のサービス水準を維持し、まちづ

くりと連携した公共交通ネットワークの充

実を図ることが課題です。 

課題３：公共交通の充実 

本市におけるまちづくりの課題 本市の現状と市民意向調査からみえる課題 
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3章  基本方針 

3.1 まちづくりの考え方 

2 章「2.3 まちづくりにおける課題」を踏まえ、本計画によるまちづくりの考え方を次のよ

うに整理しました。 

 

 

 

 

  

本計画によるまちづくりの考え方 本市におけるまちづくりの課題 

 

今後の人口減少や人口構成の変化を見極め、

既存ストックの適正な維持と有効活用を進める

とともに、居住誘導を図る区域の明示や都市機

能の集約化による新たな投資的経費の軽減な

ど、持続可能な都市の構築に向けた行財政運営

を行うことが課題です。 

課題５：持続可能な行財政運営 

自然災害が激甚化・頻発化している中、住み慣れ

た地域で住み続けるため、河川改修等のハード整備

や居住地の適正化・避難誘導等のソフト対策等によ

り、災害に対する安全・安心を確保することが課題

です。 

課題４：災害に対する安全・安心の確保 

誰もが住み続けられるまちを構築するため、

都市における既存ストックの活用、都市機能の

適正配置、公共交通機関の利便性の向上、子育

て・福祉施策の充実等による定住人口の確保や

コミュニティの維持・活性化など、人口減少や

少子高齢化に対応することが課題です。 

課題１：人口減少や少子高齢化に対応したまち

づくり 

厳しい財政状況が予想される中、都市基盤の

効率的な整備や維持管理、商業・交通・福祉等

の効果的な生活サービスを提供するためには、

都市機能や居住機能を集約した都市構造の形成

が課題です。 

課題２：都市機能の確保による活力と魅力の 

維持・向上 

住み慣れた地域で暮らし続けられるように、

現在のサービス水準を維持し、まちづくりと連

携した公共交通ネットワークの充実を図ること

が課題です。 

課題３：公共交通の充実 

① まちづくりと連携した公共交通ネット

ワークの維持・確保 

将来も安心して利用できる 

公共交通ネットワークの実現 

① 自然災害等による被害の低減 

② 空家等対策による居住環境の改善 

安全・安心に暮らせる居住環境の形成 

① 既成市街地等の身近な地域の拠点や郊

外の住宅地など、地域特性に応じた居

住環境の形成 

② 一定の人口密度の確保による生活サー

ビス施設や地域コミュニティの維持 

③ 自家用車がなくても、公共交通機関の

利用や徒歩圏内で生活サービス施設を

利用することができる環境の形成 

誰もが住み続けられる地域づくり 

① 身近な地域の拠点における都市機能の

維持・誘導 

② 既成市街地における活力と魅力の維

持・向上 

③ 都市インフラ・公共施設の適切な更新

や再配置 

都市の拠点性の向上 
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3.2 まちづくりの基本理念 

 上位・関連計画における本市の目指す将来像を踏まえつつ、本計画によるまちづくりの考

え方に基づいて、まちづくりの基本理念を次のとおり設定します。 

 

 

 

 

  

 

まち全体がつながり、これからも地域で安心して 

      暮らすことができる魅力あふれるまちづくり 

<主旨> 

本市は、山間部から島しょ部まで多様な地形や多彩な地域資源を有しており、それぞれ

の暮らしが営まれています。 

 今後、人口減少や少子高齢化が進む状況において、将来に向けて緩やかに居住や生活サ

ービス施設の誘導を図り、人口密度を維持することで、商業・医療・福祉施設等の生活に

欠かせない機能を地域に残し続け、さらに地域間が公共交通により繋がることで、高齢者

や子育て世代をはじめとする誰もが安心して、快適に『尾道』で暮らし続けることができ

るまちづくりを進めていきます。 

立地適正化計画におけるまちづくりの基本理念 

立地適正化計画によるまちづくりの考え方 

上位・関連計画 

尾道市総合計画 

（平成 29（2017）年３月） 
… 

尾道市都市計画マスタープラン 

（平成 30（2018）年３月） 

備後圏域都市計画マスタープラン 

（令和 3（2021）年 3月） … 

… 誰もが安全で、安心して暮らすことができ、 

地域が多彩に輝く、魅力あふれる都市 

瀬戸内海中央部の発展を牽引する 

魅力と活力にあふれる備後圏域 

関連計画：空家等対策計画、国土強靭化地域計画、公共施設等総合管理計画等 

尾道市地域公共交通計画 

（令和 5（2023）年 3月） … 
持続的なまちづくりを支え、 

将来にわたって親しまれる地域公共交通 

将来も安心して利用できる公共交通ネットワークの実現 

安全・安心に暮らせる居住環境の形成 

誰もが住み続けられる地域づくり 

都市の拠点性の向上 
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3.3 まちづくりの基本方針 

「3.2 まちづくりの基本理念」に基づき、まちづくりの基本方針を次のとおり設定します。 

 

・身近な地域の拠点に都市機能を誘導し、既成市街地における活力と魅力を維持・向上

させることで、拠点性を強化します。 

・効果的な都市インフラの更新と公共施設の再配置により、都市の利便性と持続可能性

を高めます。 

・地域の特性に応じた居住環境を形成し、住みやすい住宅地の整備を進めます。 

・一定の人口密度を維持し、生活サービス施設や地域コミュニティの持続可能性を確保

します。 

・公共交通や徒歩圏内で生活できる環境を整備し、市民が自家用車に依存せず生活でき

る持続可能な都市づくりを目指します。 

・自然災害や空き家問題に対処し、地域環境の改善と災害に強いまちづくりを推進しま

す。 

・リスクを最小化し、市民が安全・安心に暮らせる居住環境の形成を目指します。 

・公共交通とまちづくりが一体となり、将来も利用しやすい公共交通ネットワークを維

持・発展させます。 

・地域内外をつなぐネットワークを強化し、地域の魅力と利便性を向上させます。 

・IoT 技術の進展に伴い、行政や交通事業者のみならず、利用者にもメリットのある公共

交通のデジタル化に取り組みます。 

  

方針① 

【都市機能】 
都市の利便性・拠点性・魅力の向上 

 

方針② 

【居住】 
多世代が暮らし続けられる安全・快適な住環境の形成 

 

方針③ 

【交通】 
拠点間及び居住地をつなぐ 

利便性の高い公共交通ネットワークの維持・確保 
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3.4 目指すべき将来都市構造 

1．将来都市構造とは 

 居住誘導区域・都市機能誘導区域の検討に先立ち、将来の都市の骨格となる主要な拠点や

基幹的な公共軸を設定し、目指すべき将来都市構造を設定します。 

 

図 将来都市構造のイメージ 

表 各拠点地区のイメージ 

拠点

類型 
地区の特性 設定すべき場所の例 地区例 

中心

拠点 

●市町村域各所からの公

共交通アクセス性に優

れ、住民に行政中枢機

能、総合病院、相当程

度の商業集積等の高次

の都市機能を提供する

拠点 

●特に人口が集積する地区 

●各種の都市機能が集積する地区 

●サービス水準の高い基幹的な公共交

通の結節点として市内各所から基幹

的公共交通等を介して容易にアクセ

ス可能な地区 

●各種の都市基盤が整備された地区 

●中心市街地活性化基

本計画の中心市街地 

●市役所や市の中心と

なる鉄軌道駅の周辺 

●業務・商業機能等が

集積している地区 

地域 

・ 

生活

拠点 

●地域の中心として、地

域住民に、行政支所機

能、診療所、食品スー

パーなど､主として日

常的な生活サービスを

提供する拠点 

●周辺地域に比して人口の集積度合い

が高い地区 

●日常的な生活サービスの提供施設等

が集積する地区 

●徒歩、自転車又は端末公共交通手段

を介して、周辺地域から容易にアク

セス可能な地区 

●周辺地域に比して都市基盤の整備が

進んでいる地区 

●行政支所や地域の中

心となる鉄道駅、バ

ス停の周辺 

●近隣商業地域等の小

売機能等が一定程度

集積している地区 

●合併町村の旧庁舎周

辺地区 

表 基幹的な公共交通軸のイメージ 

出典：立地適正化計画の手引き【基本編】 

公共交通軸の特性 設定すべき場所の例 

●中心拠点や地域・生活拠点等の居

住を誘導すべき地域を結ぶ都市軸

で、将来にわたり一定水準以上の

サービスで運行する公共交通 

●一定水準以上のサービスで運行する路線であり、一定の沿

線人口密度があり、かつ公共交通政策でも主要路線として

位置づけられるなど、サービス水準の持続性が確保される

と見込まれる路線 

●中心拠点と地域・生活拠点、各拠点と居住を誘導すべき地

域とを結ぶ路線 

●デマンド交通の拠点周辺 
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2．将来都市構造の設定方針 

将来都市構造を設定する際には、人口分布・土地利用状況など、将来的に変化し得る流動

的要素の見通しと都市施設の立地状況等の変化しにくい固定的要素を照らし合わせながら、

両要素の関係の中で変化し得る公共交通路線等の要素も勘案し、各地区で実現するライフス

タイルを想定しながら検討することが重要となります。 

本計画においては、このことについて都市計画マスタープランの都市構造の考え方を基本

とし、概ね 20年後の都市の姿(展望)を見据えて将来都市構造を設定することとします。 

 

図 将来都市構造の検討のイメージ 

出典：立地適正化計画の手引き【基本編】  
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3．拠点と交通軸の考え方 

まちづくりの基本理念及び基本方針、「尾道市都市計画マスタープラン」、「尾道市地域公共

交通計画」を踏まえ、拠点と交通軸を次のとおり設定します。 

 

表 各拠点地区の方針 

■都市計画区域 

拠点 場所／位置 方針 

中

心 

拠

点 

広域

交流

拠点 

尾道駅・尾道市役所 

周辺地域 

市民全体の多様な都市生活や都市活動を支える中心拠点

として、また、観光客等の市外から訪れる人の交流の場

となるよう、適切な都市機能の集積や居住の誘導を図り

ます。 

都市

活力

向上

拠点 

東尾道駅周辺地域 

広域交流拠点を補完するとともに、本市をけん引する地

域として、生活サービス施設の更なる充実やにぎわい空

間の創出等に向けて、都市機能の集積や居住の誘導を図

ります。 

活力

創造

拠点 

新尾道駅周辺地域 

広域交流拠点を補完するとともに、市内中心部から北部

地域にかけての幅広い地域の生活を支える拠点として、

都市機能の集積や居住の誘導を図ります。 

都市

拠点 
因島総合支所周辺地域 

因島瀬戸田地域及び周辺島しょ部を支える拠点として、

都市機能の集積や居住の誘導を図ります。 

地域拠点 

御調支所周辺地域 

向島支所周辺地域 

瀬戸田支所周辺地域 

周辺地域の生活を支えるため、各地域で住み続けられる

よう都市機能や居住の誘導を図ります。 

美ノ郷町三成周辺地域 

都市計画マスタープランにおいて、交通拠点として位置

づけていますが、周辺及び北部地域の生活を支える拠点

として、都市機能や居住の維持を図ります。 

因島中庄町周辺地域 

都市計画マスタープランにおいて、工業・流通拠点とし

て位置づけていますが、周辺及び因島北部地域の生活を

支える拠点として、都市機能や居住の維持を図ります。 

■都市計画区域外 

生活拠点 
浦崎支所周辺地域 

百島支所周辺地域 

徒歩ベースの日常的な生活活動を支える拠点として、他

の計画等と連携し、地域での生活利便性を維持します。 

 

表 基幹的な公共交通軸の方針 

軸 役割 

主要幹線軸 

・中心拠点や地域拠点を相互に、あるいは近隣市町と連絡を図る軸。 

・自動車専用道路や新幹線など、比較的遠距離の周辺市町あるいは他県との連絡を図

る軸。 
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（参考） 

 

図 将来都市構造図（尾道市都市計画マスタープラン） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 陸上交通における公共交通軸（尾道市地域公共交通計画） 
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4．将来都市構造図 

「3.4.3.拠点と交通軸の考え方」をもとに、立地適正化計画により実現を目指す将来都市

構造を図に示します。 

 

図 立地適正化計画により実現を目指す将来都市構造 
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4章 居住誘導区域 

4.1 居住誘導区域の基本的な考え方 

居住誘導区域は、人口減少が進む中でも一定のエリアにおいて人口密度を維持することに

より、都市機能やコミュニティが持続的に確保されるよう居住を誘導すべき区域です。 

そのため、都市全体における人口や土地利用、交通や財政、災害リスクの現状及び将来の

見通しを勘案しつつ、居住誘導区域内外にわたる良好な居住環境を確保し、地域における公

共投資や公共公益施設の維持運営等の都市経営が効率的に行われるように定めるべきとされ

ています。 

居住誘導区域として望ましい区域としては、次の区域が考えられます。 

 

居住誘導区域として望ましい区域 

⚫ 商業・医療・福祉等が充実した生活の利便性が確保された区域及びそこへ容易にアク

セスできる区域 

⚫ 将来にわたって一定の人口密度が維持できる区域 

⚫ 災害に対する安全性等が確保される区域 

 

4.2 居住誘導区域の設定 

1．居住誘導区域の設定フロー 

本市において居住誘導区域は、以下のフローに基づいて設定します。 
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2．居住誘導区域の設定 

STEP１-① 居住誘導区域に適したエリアを抽出 

上位・関連計画で拠点として位置づけられている区域や生活利便性等が維持・確保

される区域を抽出します。 

なお、生活利便性等が維持・確保される区域は 100ｍメッシュ*を用いて以下の指標

をもとに定量的に評価します。 

 

商業・医療・福祉等が充実した生活の利便性が確保された区域 

・都市機能施設の立地状況 
 メッシュ内の施設種類数  ５種類以上・・・・・・・・・・・・・・・3 点 

               ３種類～４種類・・・・・・・・・・・・・2 点 

              １種類～２種類・・・・・・・・・・・・・1 点 

              上記以外・・・・・・・・・・・・・・・・評価なし 

施設分類：商業施設、医療施設、教育施設、介護福祉施設、公共施設、金融施設  

・用途地域 
下記以外の用途地域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 点 

準工業地域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 点 

工業専用地域又は工業地域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・評価なし 

中心拠点や地域拠点へ容易にアクセスできる区域 

・公共交通へのアクセスのしやすさ 
1 日 100 便以上が停車する駅または停泊する港から半径 800m 以内 

   又は 1 日 100 便以上が停車するバス停から半径 400ｍ以内・・・・・・ 3 点 

   1 日 50 便以上 100 便未満が停車する駅または停泊する港から半径 800m 以内 

   又は 1 日 50 便以上 100 便未満が停車するバス停から半径 400ｍ以内・・2 点 

1 日 30 便以上 50 便未満が停車する駅または停泊する港から半径 800m 以内 

   又は 1 日 30 便以上 50 便未満が停車するバス停から半径 400ｍ以内 ・・1 点 

上記以外・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・評価なし 

※鉄道駅・港 800ｍ：一般的な徒歩圏として設定。また市民意向調査結果から駅等

までの許容できる時間は 10 分程度が最も多くなっている。 

バス停   400ｍ：尾道市地域公共交通計画と整合。 

将来にわたって一定の人口密度が維持できる区域 

・将来の人口密度 
将来の人口密度 60 人/ha 以上 666666666666・・・・・・・・・・・・・・3 点 

将来の人口密度 40 人/ha 以上 60 人/ha 未満・・・・・・・・・・・・・・2 点 

将来の人口密度 20 人/ha 以上 40 人/ha 未満・・・・・・・・・・・・・・1 点 

 上記以外 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・評価なし 

・道路・公園の用地率 
25％以上 66666666・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 点 

20％以上 25％未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 点 

15％以上 20％未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 点 

上記未満 66666666・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・評価なし 

100ｍメッシュ*：地図を約 100ｍ四方に区切った区域のこと 

 

STEP１-② その他要因により居住誘導区域に含むエリアを抽出 

STEP1-①のメッシュ評価では抽出されなかったものの、一定程度の人口集積や支

所・公民館等の公共公益施設の整備が進んでいる区域、または、都市計画事業（道路

整備等）が進み、今後人口集積が見込まれる区域を抽出します。 

 

  

総合的に 

評価 
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図 STEP１の抽出結果 

※メッシュ評価では、上位・関連計画の位置づけや地域の役割等を踏まえ、備後圏都市計

画区域では 10 点以上、因島瀬戸田都市計画区域では 8 点以上、御調都市計画区域では 6

点以上を居住誘導区域に適したエリアの基準としました。 

  

都市計画区域 

市街化区域 

用途地域 

STEP１-① 

メッシュ評価 

1～2 点 

3～4 点 

5～6 点 

7～8 点 

9～10 点 

10 点以上 

STEP１-②  

その他要因により 

追加する区域 

御調都市計画区域 

備後圏都市計画区域 

因島瀬戸田都市計画区域 
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STEP２ 居住誘導区域に含まないエリアを抽出 

土砂災害特別警戒区域や農用地区域、急傾斜地崩壊危険区域など、法令等により居

住誘導区域に含まないとされるエリアを抽出します。 

 

表 STEP２の抽出区域 

区分 区域の概要 
居住誘導区域の

設定方針 

法令の規定に

より居住誘導

区域に含まな

い区域 

〇市街化調整区域 

〇災害危険区域（居住の用に供する建築物の建築

が禁止されている区域） 

〇農用地区域等 

〇保安林の区域 

〇原生自然環境保全地域・特別地区（本市に指定

区域なし） 

〇保安林予定森林の区域、保安施設地区（本市に

指定区域なし） 

〇急傾斜地崩壊危険区域 

〇地すべり防止区域 

〇土砂災害特別警戒区域 

〇浸水被害防止区域 （本市に指定区域なし） 

居住誘導区域に

含まない 

原則として居

住誘導区域に

含まない区域 

〇津波災害特別警戒区域（本市に指定区域なし） 

〇災害危険区域（居住の用に供する建築物の建築

が禁止されている区域を除く） 

居住誘導区域に

含まない 
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図 STEP２の抽出結果 

  

 用途地域 

居住誘導区域に含まないエリア 

 災害危険区域 

 農用地区域 

 保安林の区域 

 急傾斜地崩壊危険区域 

 地すべり防止区域 

 土砂災害特別警戒区域 
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STEP３ 居住誘導区域に含めるか個別に検討するエリアを抽出 

土砂災害警戒区域や浸水想定区域など、居住誘導区域に含めるか個別に検討するエ

リアを抽出します。 

また、法令等により住宅の建築が制限される区域や住宅の再建築が困難な区域を抽

出します。 

 

表 STEP３の抽出区域 

区分 区域の概要 
居住誘導区域の

設定方針 

適当でないと判

断される場合は

原則として居住

誘導区域に含ま

ない区域 

〇土砂災害警戒区域 

〇津波災害警戒区域 

〇浸水想定区域 

〇法に規定する基礎調査等の結果判明した、災

害発生の恐れのある区域 

〇都市浸水想定区域（本市に指定なし） 

居住誘導区域に

含む 

ただし、防災対

策を防災指針に

位置づける 

慎重に判断を行

うことが望まし

い区域 

〇工業専用地域、流通業務地区等の法令により

住宅の建築が制限されている区域 

〇高齢者の移動や住宅の再建築が困難な区域 

(尾道駅北側の山手地区等)  

居住誘導区域に

含まない 
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図 STEP３の抽出結果 

  

 用途地域 

個別に検討するエリア 

 土砂災害警戒区域 

 津波災害警戒区域 

 浸水想定区域 

 工業専用地域 
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STEP４ 区域境界を地形地物、用途地域界とし、居住誘導区域を設定 

STEP１～３を踏まえ、居住誘導区域を設定します。なお、土砂災害特別警戒区域及

び急傾斜地崩壊危険区域は、区域外として取り扱います。 

  

図 備後圏都市計画区域における居住誘導区域 

資料：地理院地図を加工して作成 

  

 市街化区域 
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美ノ郷町三成 
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図 因島瀬戸田都市計画区域における居住誘導区域 

資料：地理院地図を加工して作成 

 

図 御調都市計画区域における居住誘導区域  

 用途地域 

 居住誘導区域 

因島瀬戸田都市計画区域 

 居住誘導区域 

御調都市計画区域 

因島総合支所 

瀬戸田支所 

御調支所 

因島中庄町 

資料：地理院地図を加工して作成 
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4.3 届出制度 

1．居住誘導区域外における事前届出制度 

都市再生特別措置法第 88 条第 1 項の規定に基づき、居住誘導区域外で以下の行為を行う場

合は、30 日前までに、行為の種類や場所等について、市長への届出が義務づけられています。 

この届出は、居住誘導区域外における大規模な住宅開発等の動きを把握するためのもので、

対象となる行為を規制するものではありません。 

表 届出の対象 

開発行為 建築等行為 

① 3 戸以上の住宅の建築目的の開発行為 

② 1 戸又は 2戸の住宅の建築目的の開発行

為で、その規模が 1,000 ㎡以上のもの 

① 3 戸以上の住宅を新築しようとする場合 

② 建築物を改築し、又は建築物の用途を変

更して 3戸以上の住宅とする場合 

 

 

図 届出の対象例 

 

・無届出または虚偽の届出により、開発・建築行為等を行った場合、都市再生特別措置法第

130 条の規定に基づき 30万円以下の罰金に処せられることがあります。 

・届出義務に関する規定は、宅地建物取引業法第 35 条「重要事項の説明等」の対象になり

ます。 
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4.4 居住誘導区域の面積及び人口 

居住誘導区域の面積は約 1,584ha、人口は 65,563 人となっており、人口密度は 41.4 人/ha

です。市街化区域及び用途地域に占める居住誘導区域の割合は約 52.7％となります。 

表 居住誘導区域の面積及び人口 

 居住誘導区域 

面積 
人口 

（令和 2（2020）年現在） 

備後圏都市計画区域 1,108ha（55.1%） 53,111 人（78.7%） 

因島瀬戸田都市計画区域 442ha（47.5%） 11,929 人（68.1%） 

御調都市計画区域 34ha（ － ） 522 人（ － ） 

合計 1,584ha（52.7%） 65,563 人（76.5%） 

※（）内は市街化区域または用途地域に占める割合 
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5章 都市機能誘導区域 

5.1 都市機能誘導区域の基本的な考え方 

都市機能誘導区域は、商業・医療・福祉等の都市機能を中心拠点や地域拠点に誘導するこ

とにより、これらの各種サービスの効率的な提供が図られるよう定める区域です。 

都市機能誘導区域は、居住誘導区域内に設定し、都市全体を見渡し、業務・商業等が一定

程度充実している区域や、周辺からの公共交通によるアクセス利便性が高い区域など、都市

の拠点となるべき区域を設定します。また、都市機能誘導区域の規模は、一定程度の都市機

能が充実している範囲で、かつ、徒歩や自転車等によりそれらの間が容易に移動できる範囲

を設定することが望ましいとされています。 

都市機能誘導区域として望ましい区域としては、次の区域が考えられます。 

 

都市機能誘導区域として望ましい区域 

⚫ 業務・商業等の都市機能が一定程度充実している区域 

⚫ 周辺からの公共交通によるアクセスの利便性が高い区域等 

 

5.2 都市機能誘導区域の設定 

1．都市機能誘導区域の設定フロー 

本市において都市機能誘導区域は、以下のフローに基づいて設定します。 
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2．都市機能誘導区域の設定 

STEP１ 居住誘導区域を設定 

都市機能誘導区域は居住誘導区域内に設定します。 

 

STEP２ 居住誘導区域から都市機能誘導区域の候補とするエリアを抽出 

既に都市機能が集積している区域やアクセス利便性が高い区域を抽出します。 

抽出は 100ｍメッシュを用いて以下の指標をもとに定量的に評価します。 

 

既に都市機能が集積している区域 

・都市機能施設の立地状況 
 メッシュ内の施設種類数  ５種類以上・・・・・・・・・・・・・・・3 点 

               ３種類～４種類・・・・・・・・・・・・・2 点 

              １種類～２種類・・・・・・・・・・・・・1 点 

              上記以外・・・・・・・・・・・・・・・・評価なし 

施設分類：商業施設、医療施設、教育施設、介護福祉施設、公共施設、金融施設  

・用途地域 
商業地域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 点 

近隣商業地域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 点 

第二種住居地域・準住居地域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 点 

上記以外・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・評価なし  

・将来の人口密度 
将来の人口密度 60 人/ha 以上 666666666666・・・・・・・・・・・・・・3 点 

将来の人口密度 40 人/ha 以上 60 人/ha 未満・・・・・・・・・・・・・・2 点 

将来の人口密度 20 人/ha 以上 40 人/ha 未満・・・・・・・・・・・・・・1 点 

 上記以外 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・評価なし 

・道路・公園の用地率 
25％以上 66666666・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 点 

20％以上 25％未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 点 

15％以上 20％未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 点 

上記未満 66666666・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・評価なし 

アクセス利便性が高い区域 

・公共交通へのアクセスのしやすさ 
1 日 100 便以上が停車する駅または停泊する港から半径 800m 以内 

   又は 1 日 100 便以上が停車するバス停から半径 400ｍ以内・・・・・・ 3 点 

   1 日 50 便以上 100 便未満が停車する駅または停泊する港から半径 800m 以内 

   又は 1 日 50 便以上 100 便未満が停車するバス停から半径 400ｍ以内・・2 点 

1 日 30 便以上 50 便未満が停車する駅または停泊する港から半径 800m 以内 

   又は 1 日 30 便以上 50 便未満が停車するバス停から半径 400ｍ 以内・・1 点 

上記以外・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・評価なし 

 

  

総合的に 

評価 
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図 STEP２の抽出結果 

※メッシュ評価では、上位・関連計画の位置づけや地域の役割等を踏まえ、備後圏都市計

画区域では 10 点以上、因島瀬戸田都市計画区域では 8 点以上、御調都市計画区域では 6

点以上を都市機能誘導区域に適したエリアの基準としました。 

  

都市計画区域 

市街化区域 

用途地域 

メッシュ評価 

1～2 点 

3～4 点 

5～6 点 

7～8 点 

9～10 点 

10 点以上 

御調都市計画区域 

備後圏都市計画区域 

因島瀬戸田都市計画区域 
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STEP３ その他要因により都市機能誘導区域に含むエリアを抽出 

STEP２のメッシュ評価では抽出されなかったものの、公共施設や商業施設等の都市

機能が集積しており、今後も地域の生活を支える拠点として維持すべき区域を抽出し

ます。 

 

図 STEP３の抽出結果 

  

 用途地域 

 その他要因により追加

する区域 
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STEP４ 区域境界を地形地物、用途地域界とし、都市機能誘導区域を設定 

STEP１～３を踏まえ、都市機能誘導区域を設定します。なお、土砂災害特別警戒区

域及び急傾斜地崩壊危険区域は、区域外として取り扱います。 

 

図 備後圏都市計画区域における都市機能誘導区域 

資料：地理院地図を加工して作成 
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図 因島瀬戸田都市計画区域における都市機能誘導区域 

資料：地理院地図を加工して作成 

  

図 御調都市計画区域における都市機能誘導区域 

資料：地理院地図を加工して作成  
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5.3 届出制度 

1．都市機能誘導区域外における事前届出制度 

都市再生特別措置法第108条第1項の規定に基づき、都市機能誘導区域外で以下の行為を行

う場合は、30 日前までに、行為の種類や場所等について、市長への届出が義務づけられてい

ます。 

この届出は、都市機能誘導区域外における誘導施設※の整備の動向を把握するためのもので、

対象となる行為を規制するものではありません。 

※誘導施設は「6章 誘導施設」を参照 

表 届出の対象 

開発行為 建築等行為 

① 誘導施設を有する建築物の建築目的の

開発行為を行おうとする場合 

① 誘導施設を有する建築物を新築しよう

とする場合 

② 建築物を改築し誘導施設を有する建築

物とする場合 

③ 建築物の用途を変更し誘導施設を有す

る建築物とする場合 

 

 

図 届出の対象例（病院を誘導施設とした場合） 

・無届出または虚偽の届出により、開発・建築行為等を行った場合、都市再生特別措置法第

130 条の規定に基づき 30万円以下の罰金に処せられることがあります。 

・届出義務に関する規定は、宅地建物取引業法第 35 条「重要事項の説明等」の対象になりま

す。 

2．都市機能誘導区域内における事前届出制度 

都市再生特別措置法第108条の 2第 1項の規定に基づき、都市機能誘導区域の各エリアにお

いて設定されている誘導施設について、休止または廃止をしようとする場合には、これらの

行為に着手する日の 30 日前までに、市長への届出が義務づけられています。  
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5.4 都市機能誘導区域の面積及び人口 

都市機能誘導区域の面積は約 505ha となり、居住誘導区域（約 1,584ha）に対する都市機能

誘導区域面積の割合は約 31.9%となります。 

表 都市機能誘導区域の面積及び人口 

 都市機能誘導区域 

面積 
人口 

（令和 2（2020 年現在） 

備後圏都市計画区域 335ha（16.6%） 17,007 人（25.2%） 

因島瀬戸田都市計画区域 136ha（14.6%） 4,493 人（25.7%） 

御調都市計画区域 34ha（ － ） 522 人（ － ） 

合計 505ha（17.1%） 22,022 人（25.3%） 

※（）内は市街化区域または用途地域に占める割合 
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6章 誘導施設 

6.1 誘導施設の概要 

誘導施設は、誰もが住み慣れた地域で安心して快適な暮らしができるように、居住者の共

同の福祉や利便性の向上を図る観点から、都市機能誘導区域ごとに拠点の役割に応じて必要

な施設を定めるものです。 

なお、誘導施設は、不足する機能を補うために新たに誘導する施設だけでなく、都市機能

誘導区域内に今後も維持していく既存施設を含めて設定します。 

 

表 誘導施設として設定することが想定される施設 

機能 中心拠点 地域・生活拠点 

行政機能 

■中枢的な行政機能 

例）本庁舎 

■日常生活を営む上で必要となる行政窓口

機能等 

例）支所、福祉事務所等の各地域事務所 

介護福祉 

機能 

■市町村全域の住民を対象とした

高齢者福祉の指導・相談の窓口

や活動の拠点となる機能 

例）総合福祉センター 

■高齢者の自立した生活を支え、又は日々

の介護、見守り等のサービスを受けるこ

とができる機能 

例）地域包括支援センター、在宅系介護施

設、コミュニティサロン 等 

子育て機能 

■市町村全域の住民を対象とした

児童福祉に関する指導･相談の

窓口や活動の拠点となる機能 

例）子育て総合支援センター 

■子どもを持つ世代が日々の子育てに必要

なサービスを受けることができる機能 

例）保育所、こども園、児童クラブ､子育

て支援センター､児童館 等 

商業機能 

■時間消費型のショッピングニー

ズなど、様々なニーズに対応し

た買い物、食事を提供する機能 

例）相当規模の商業集積 

■日々の生活に必要な生鮮品、日用品等の

買い回りができる機能 

例）延床面積●㎡以上の食品スーパー 

医療機能 

■総合的な医療サービス（二次医

療）を受けることができる機能 

例）病院 

■日常的な診療を受けることができる機能 

例）延床面積●㎡以上の診療所 

金融機能 

■決済や融資等の金融機能を提供

する機能 

例）銀行、信用金庫 

■日々の引き出し、預け入れ等ができる機

能 

例）郵便局 

教育・文化 

機能 

■住民全体を対象とした教育文化

サービスの拠点となる機能 

例）文化ホール、中央図書館 

■地域における教育文化活動を支える拠点

となる機能 

例）図書館支所、社会教育センター 

資料：立地適正化計画の手引き【基本編】 
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6.2 誘導施設の設定 

1．誘導施設の設定フロー 

本市において誘導施設は、以下のフローに基づいて設定します。 

 

2．誘導施設の設定 

STEP１ 各拠点における都市機能施設の立地状況の把握 

各拠点周辺における都市機能施設の立地状況（令和 7（2025）年時点）を把握しま

す。 

 

 
図 広域交流拠点（尾道駅・尾道市役所周辺地域）における都市機能施設の立地状況 
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図 都市拠点（因島総合支所周辺地域）における都市機能施設の立地状況 

 

  

 都市機能誘導区域 
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 都市機能誘導区域 
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図 都市活力向上拠点（東尾道駅周辺地域）に

おける都市機能施設の立地状況 

 

図 活力創造拠点（新尾道駅周辺地域）に

おける都市機能施設の立地状況 
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図 地域拠点（御調支所周辺地域）における都市機能施設の立地状況 

 

 

図 地域拠点（向島支所周辺地域）における都市機能施設の立地状況 
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図 地域拠点（瀬戸田支所周辺地域）における都市機能施設の立地状況 

 

  

 

 

※みなり認定こども園は令和 8（2026）年開園 

 

  

 都市機能誘導区域 

 都市機能誘導区域 

 都市機能誘導区域 

図 地域拠点（美ノ郷町三成周辺地域）に

おける都市機能施設の立地状況 

 

図 地域拠点（因島中庄町周辺地域）に

おける都市機能施設の立地状況 

 

都市機能施設 

医療施設 

介護福祉施設 

教育施設 

金融施設 

公共施設 

商業施設 

都市機能施設 

医療施設 

介護福祉施設 

教育施設 

金融施設 

公共施設 

商業施設 

都市機能施設 

医療施設 

介護福祉施設 

教育施設 

金融施設 

公共施設 

商業施設 

瀬戸田支所 

因北中学校 

因北小学校 

みなり認定こども園 
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STEP２ 誘導・維持を目指す機能の整理 

各拠点における方針や令和５年度市民意向調査におけるニーズを踏まえ、誘導・維

持すべき機能を整理します。 

視点① 各拠点の方針からみる必要施設 

表 各拠点における誘導施設の候補 

拠点 場所／位置 方針 
誘導施設の候補 

（手引きに基づく必要施設） 

中
心
拠
点 

広
域
交
流
拠
点 

尾道駅・尾道市役

所周辺地域 

市民全体の多様な都市生活

や都市活動を支える中心拠

点として、また、観光客等

の市外から訪れる人の交流

の場となるよう、適切な都

市機能の集積や居住の誘導

を図ります。 

行政施設（本庁舎） 

地域包括支援センター 

子育て支援センター 

商業施設（1,000 ㎡以上） 

医療施設（病院） 

金融機関（銀行・信用金庫 等） 

文化施設（市民交流施設・図書

館・博物館・美術館） 

都
市
活
力
向
上
拠
点 

東尾道駅周辺地域 広域交流拠点を補完すると

ともに、本市をけん引する

地域として、生活サービス

機能の更なる充実やにぎわ

い空間の創出等に向けて、

都市機能の集積や居住の誘

導を図ります。 

地域包括支援センター 

子育て支援センター 

商業施設（1,000 ㎡以上） 

医療施設（病院） 

金融機関（銀行・信用金庫 等） 

文化施設（市民交流施設） 

 

活
力
創
造
拠
点 

新尾道駅周辺地域 広域交流拠点を補完すると

ともに、市内中心部から北

部地域にかけての幅広い地

域の生活を支える拠点とし

て、都市機能の集積や居住

の誘導を図ります。 

総合福祉センター 

地域包括支援センター 

子育て支援センター 

保健センター 

商業施設（1,000 ㎡以上） 

医療施設（病院） 

都
市
拠
点 

因島総合支所周辺

地域 

因島瀬戸田地域及び周辺島

しょ部を支える拠点とし

て、都市機能の集積や居住

の誘導を図ります。 

行政施設（支所） 

地域包括支援センター 

子育て支援センター 

保健センター 

商業施設（1,000 ㎡以上） 

医療施設（病院） 

金融機関（銀行・信用金庫 等） 

文化施設（市民交流施設・図書

館） 

地
域
拠
点 

御調支所周辺地域 

向島支所周辺地域 

瀬戸田支所周辺地域 

 

周辺地域の生活を支えるた

め、各地域で住み続けられ

るよう都市機能や居住の誘

導を図ります。 

行政施設（支所） 

地域包括支援センター 

子育て支援センター 

保健センター 

商業施設（1,000 ㎡以上） 

医療施設（診療所） 

金融機関（郵便局） 

文化施設（図書館 等） 

美ノ郷町三成周辺地域 

因島中庄町周辺地域 

周辺地域の生活を支えるた

め、都市機能や居住の維持

を図ります。 

商業施設（1,000 ㎡以上） 

医療施設（診療所） 

金融機関（郵便局） 
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視点② 令和５年度市民意向調査からみる必要施設 

●スーパーマーケットや商店街等の商業施設 

●日常的な医療施設 

●高齢者の暮らしやすさに関する施設 

●銀行や郵便局等の金融施設  

 

図 お住まいの地域に必要な施設 

資料：令和５年度市民意向調査 

 

図 地域の拠点に求める将来の姿 

資料：令和５年度市民意向調査  
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STEP３ 誘導施設の設定 

STEP１～２を踏まえ、各拠点に必要な誘導施設を設定します。 

 

表 中心拠点の誘導施設 

拠点 場所／位置 誘導施設 

中
心
拠
点 

広
域
交
流
拠
点 

尾道駅・尾道市役所 

周辺地域 

⚫ 行政施設（本庁舎） 

⚫ 地域包括支援センター 

⚫ 子育て支援施設（子育て支援センター・子育て世代

包括支援センター） 

⚫ 商業施設（1,000 ㎡以上） 

⚫ 医療施設（病院・診療所） 

⚫ 金融機関（銀行・信用金庫・郵便局【本局含む】） 

⚫ 文化施設（市民交流施設・図書館） 

都
市
活
力
向
上
拠
点 

東尾道駅周辺地域 ⚫ 地域包括支援センター 

⚫ 子育て支援施設（子育て支援センター・子育て世代

包括支援センター） 

⚫ 商業施設（1,000 ㎡以上） 

⚫ 医療施設（病院・診療所） 

⚫ 金融機関（銀行・信用金庫・郵便局） 

⚫ 文化施設（市民交流施設） 

活
力
創
造
拠
点 

新尾道駅周辺地域 ⚫ 総合福祉センター 

⚫ 地域包括支援センター 

⚫ 子育て支援施設（子育て支援センター・子育て世代

包括支援センター） 

⚫ 保健センター 

⚫ 商業施設（1,000 ㎡以上） 

⚫ 医療施設（病院・診療所） 

⚫ 金融機関（銀行・信用金庫・郵便局） 

⚫ 文化施設（市民交流施設） 

都
市
拠
点 

因島総合支所周辺地域 ⚫ 行政施設（支所） 

⚫ 地域包括支援センター 

⚫ 子育て支援施設（子育て支援センター・子育て世代

包括支援センター） 

⚫ 保健センター 

⚫ 商業施設（1,000 ㎡以上） 

⚫ 医療施設（病院・診療所） 

⚫ 金融機関（銀行・信用金庫・郵便局） 

⚫ 文化施設（市民交流施設・図書館） 

なお、誘導施設の定義は 83 ページに記載しています。 
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表 地域拠点の誘導施設 

拠点 場所／位置 誘導施設 

地
域
拠
点 

御調支所周辺地域 

向島支所周辺地域 

瀬戸田支所周辺地域 

 

⚫ 行政施設（支所） 

⚫ 地域包括支援センター 

⚫ 子育て支援施設（子育て支援センター・子育て世代

包括支援センター） 

⚫ 保健センター 

⚫ 商業施設（1,000 ㎡以上） 

⚫ 医療施設（診療所） 

⚫ 金融機関（郵便局） 

⚫ 文化施設（市民交流施設・図書館） 

美ノ郷町三成周辺地域 

因島中庄町周辺地域 

⚫ 商業施設（1,000 ㎡以上） 

⚫ 医療施設（診療所） 

⚫ 金融機関（郵便局） 

 

表 各拠点の誘導施設（一覧表） 

機能 誘導施設 

中心拠点 地域拠点 

広
域
交
流
拠
点 

（
尾
道
駅
・
尾
道
市
役
所
周
辺
地
域
） 

都
市
活
力
向
上
拠
点 

（
東
尾
道
駅
周
辺
地
域
） 

活
力
創
造
拠
点 

（
新
尾
道
駅
周
辺
地
域
） 

都
市
拠
点 

（
因
島
総
合
支
所
周
辺
地
域
） 

御
調
支
所
周
辺
地
域 

向
島
支
所
周
辺
地
域 

瀬
戸
田
支
所
周
辺
地
域 

美
ノ
郷
町
三
成
周
辺
地
域 

因
島
中
庄
町
周
辺
地
域 

行政 
本庁舎 〇                 

支所       〇 〇 〇 〇     

介護 

福祉 

総合福祉センター     〇             

地域包括支援センター ★ ★ 〇 ★ 〇 ★ 〇     

子育て・ 

健康 

子育て支援施設(子育て支援センター・

子育て世代包括支援センター) 
★ ★ 〇 〇 〇 ★ 〇     

保健センター     〇 ★ 〇 ★ 〇     

商業 商業施設（1,000 ㎡以上） 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

医療 
病院 〇 ★ ★ ★           

診療所 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

金融 
銀行、信用金庫 〇 〇 〇 〇           

郵便局 〇* 〇 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

教育・ 

文化 

市民交流施設 〇 ★ ★ 〇 〇 〇 〇     

図書館 ★     〇 〇 〇 〇     

*本局含む 

※★は現在都市機能誘導区域内に立地していない施設 
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（参考） 

表 誘導施設の定義 

機能 誘導施設 定義 

行政 
本庁舎 地方自治法第 4条第 1項に規定する施設 

支所 地方自治法第 155 条第 1項に規定する施設 

介護福祉 

総合福祉センター 
尾道市福祉保健施設設置及び管理条例に規定す

る施設 

地域包括支援センター 
介護保険法第 115 条の 46 第 1 項に規定する施

設 

子育て・

健康 

子育て支援施設（子育て支援

センター・子育て世代包括支

援センター） 

児童福祉法第 6 条の 3 第 6 項又は子ども・子育

て支援法第 59 条第 1 号に規定する事業を実施

する施設 

保健センター 地域保健法第 18 条第 1項に規定する施設 

商業 商業施設（1,000ｍ2以上） 

大規模小売店舗立地法第 2 条第 2 項に規定する

店舗面積 1,000 ㎡以上かつ主に生鮮食品を取り

扱う施設 

医療 

病院 
医療法第 1条の 5第 1項に規定する施設 

(病床数 20以上) 

診療所 
医療法第 1条の 5第 2項に規定する施設 

(無床または病床数 19 以下) 

金融 

銀行、信用金庫 
銀行法第 2条第 1項に規定する施設、 

信用金庫法第 4条に規定する施設 

郵便局 
日本郵便株式会社法第 2 条第 4 項に規定する施

設 

教育・ 

文化 

市民交流施設 

市民全体を対象とし、教養の向上、生活文化の

振興を図ることを目的とし、住民の交流の場と

なる施設 

図書館 図書館法第 2条第 1項に規定する施設 
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7章 誘導施策 

7.1 誘導施策の概要 

 誘導施策とは、まちづくりの基本理念の実現に向けて、「都市機能誘導区域への都市機能の

誘導」、「居住誘導区域への居住の誘導」、拠点内外を結ぶ「公共交通ネットワークの形成」の

ために行う施策のことです。誘導施策は、「国等が講じる施策」と「市町村が講じる施策」に

大きく分類され、「市町村が講じる施策」については、3章「3.3まちづくりの基本方針」に基

づき、「7.3 本市が講じる施策」として整理します。 

 

7.2 国等が講じる施策 

国は、コンパクトシティの形成に向けて、財政上や金融上の支援措置や税制上の優遇等の

様々な支援措置を設けています。これらを有効に活用するとともに、民間に対して、国等が

直接行う税制上の支援措置に関わる情報提供等により、計画を実現していきます。 

 

誘導施策 施策の概要 

届出制度による機能誘導 

4 章「4.3（64 ﾍﾟｰｼﾞ）」 

5 章「5.3（72 ﾍﾟｰｼﾞ）」 

⚫ 居住誘導区域外での住宅に関わる開発・建築等の届出 

⚫ 都市機能誘導区域内での誘導施設に関わる休廃止の届出、 

区域外での開発・建築の届出 

誘導施設に対する税制上

の特例措置 

⚫ 都市機能誘導区域外から区域内への事業用資産の買換えの特

例措置 

⚫ 誘導施設の整備のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の

特例措置 

⚫ 都市再生推進法人に土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特例

措置 

民間都市開発推進機構に

よる金融上の支援措置 

⚫ 都市機能誘導区域内において民間事業者が実施する誘導施設

の整備に対して出資 

※上表は令和 8（2026）年 3月時点 
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7.3 本市が講じる施策 

本計画では、以下の体系に基づき施策を実施していきます。 
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7.4 誘導施策の設定 

1．都市機能誘導に関する施策 

3 章「3.3 まちづくりの基本方針」に示す方針①「都市の利便性・拠点性・魅力の向上」に

向けて、各拠点の地域価値の向上や魅力創出、安全確保を図り、拠点の特性に適した施設の

立地を促進する支援策を実施するなど、誘導施設を戦略的に誘導するための取組が求められ

ます。 

そのため、「①既成市街地における拠点性の向上」及び「②地域の特性を活かした魅力ある

都市空間の形成」により、各地域の特色を活かしつつ、都市機能の誘導・強化、公共施設の

再配置等を通じて、魅力ある都市機能誘導区域の形成を目指します。 

 

①既成市街地における拠点性の向上 

誘導施策①-１ 都市機能の強化と利便性の向上 

暮らしを支える生活サービス施設の誘導や公共施設の再編・整備を図ることで、都市機

能の強化を図るとともに、都市計画の地域地区（用途地域等）の見直しや特定用途誘導地

区※の指定の検討により、民間施設の立地を促し、日常生活における利便性の向上を図り

ます。 

具体的な取組 

⚫ 生活サービス施設の立地支援（立地や経営に対する相談支援・助成 等） 

⚫ 公共施設の再編・整備（施設の統廃合・集約化等による有効活用 等） 

⚫ 都市計画制度の効果的な運用（用途地域等の見直し、特定用途誘導地区の指定の検討 等）  

※特定用途誘導地区 

都市機能誘導区域内において誘導施設を有する

建築物の容積率や用途制限を緩和することで、土

地の有効活用（土地の高度利用化）と誘導施設の

効率的な誘導を図る都市計画制度 

 

 

 

誘導施策①-２ 都市基盤の整備 

都市計画道路をはじめとする都市計画施設について、将来的な必要性や実現性を考慮し、

計画の存続、変更、廃止等の見直しを図るとともに、計画的な整備を実施し、安全で快適

な都市空間の形成を推進します。 

具体的な取組 

⚫ 都市計画施設（都市計画道路・下水道・都市公園 等）の計画的な整備・見直し 
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誘導施策①-３ 都市のスポンジ化対策の推進 

既存の空き家・空き店舗を資源として捉え、既存ストックの改修や利活用を進めるとと

もに、関係団体と連携し、空き家・空き店舗の流動化を促進します。また、都市機能誘導

区域内において、ランドバンク事業※の実施を検討し、既成市街地の再生と活性化を図り

ます。 

具体的な取組 

⚫ 空き家・空き店舗の活用（中古住宅取得支援、空家等改修支援 等） 

⚫ 低未利用地の活用（ランドバンク事業の検討 等） 

※ランドバンク事業 

空き家や空き地等の未利用ストックに

ついて、隣接地や前面道路と一体として

捉え、小規模での区画再編を連鎖させて、

土地に付加価値を与えることで、市場性

のあるストックを生み出す事業  
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②地域の特性を活かした魅力ある都市空間の形成 

誘導施策②-１ 多様な世代の交流・活動の支援 

日常生活を支える公共施設の再編・整備を通じて、世代を超えた人々が交流できる空間

の整備により、市民活動の支援と活性化を図ります。また、地域の賑わい創出に向けて、

複合施設の整備等も検討します。 

具体的な取組 

⚫ 公共施設の再編・整備（施設の統廃合・集約化等による有効活用 等）【再掲】 

⚫ 複合施設の整備 

 

誘導施策②-２ 関係人口・交流人口の受入環境の整備 

地域の魅力を効果的に発信するシティプロモーションの強化と地域資源を活用した観光

まちづくりの推進により、関係人口・交流人口の増加を促進し、地域経済の活性化を図り

ます。 

具体的な取組 

⚫ プロモーションサイト等を活用した情報発信（SNS の活用強化 等） 

⚫ 宿泊型・体験型観光の拡大（観光産業の育成、観光拠点施設の整備 等） 

 

誘導施策②-３ 地場産業の育成と企業誘致 

事業展開支援や事業資金調達支援等の地場産業の育成や都市機能誘導区域内への事業所

の立地支援等の取組により、既存産業の成長支援と新たな働く場の創出を図ります。 

具体的な取組 

⚫ 基幹産業と中小企業の成長支援（立地や経営に対する相談支援・助成 等） 

⚫ 都市機能誘導区域内への事業所の立地支援（創業・開業に対する相談支援・助成

 等） 
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2．居住誘導に関する施策 

3 章「3.3 まちづくりの基本方針」に示す方針②「多世代が暮らし続けられる安全・快適な

住環境の形成」に向けて、災害リスクへの的確な対応を図りつつ、住民ニーズに対応した住

環境の整備や住み替え支援の充実等が求められます。 

そのため、「③多世代に選ばれる居住地の形成」及び「④安全・安心を実感できる住環境の

形成」により、緩やかな居住誘導を図り、一定の人口密度を維持することで、住民の生活を

支える身近な生活サービス施設の持続的な維持と新規立地の促進を目指します。 

 

③多世代に選ばれる居住地の形成 

誘導施策③-１ まちなか居住の促進 

居住誘導区域内における不動産取得等の支援により、まちなかへの転入・転居の促進を

図ります。また、居住環境の向上を図るため、地域の実情に応じて都市計画の居住環境向

上用途誘導地区※の指定を検討します。 

具体的な取組 

⚫ 不動産取得等の支援（住宅取得に対する助成 等） 

⚫ 都市計画制度の効果的な運用（居住環境向上用途誘導地区の指定の検討 等） 

※居住環境向上用途誘導地区 

居住誘導区域内において居住環境向上施設を有

する建築物の容積率や用途制限を緩和すること

で、居住環境の向上を図る都市計画制度 

 

 

誘導施策③-２ 子育て世代や若者等のニーズを踏まえた住環境の整備 

多様な世帯の住まいのニーズを把握し、子育て世代への住宅取得支援や既存ストックの

改修を促進するとともに、地域の特色を活かした多様な就業機会の創出により、若い世代

が安心して暮らし続けられる環境を整備します。 

具体的な取組 

⚫ 子育て世代の住宅取得支援（住宅取得に対する助成 等） 

⚫ 就業機会の創出（相談窓口の運用、UIJ ターン就職支援 等） 

 

誘導施策③-３ 移住・定住の促進 

移住定住コンシェルジュの設置や市内の関係団体と連携した移住相談体制の充実を図る

ことにより、移住・定住に必要な情報を幅広く発信するとともに、移住者の受皿として、

空き家・空き店舗の流動化を促進します。 

具体的な取組 

⚫ 移住・定住の支援(相談窓口の運用、移住に対する助成 等） 

⚫ 空き家・空き店舗の活用（中古住宅取得支援、空家等改修支援 等）【再掲】 
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④安全・安心を実感できる住環境の形成 

誘導施策④-１ 生活基盤が整った住環境の形成 

都市インフラの計画的な整備や適切な維持管理、都市計画の地域地区（用途地域等）の

見直し等により、住民が日常生活を快適に送ることができる良好な住環境の形成を図りま

す。 

具体的な取組 

⚫ 都市インフラ（都市計画道路・上下水道・都市公園 等）の計画的な整備・維持管理 

⚫ 都市計画制度の効果的な運用（用途地域等の見直し、居住環境向上用途誘導地区の指定の検討 等） 

 

誘導施策④-２ 既存ストックの有効活用 

公共施設の耐震改修や既存住宅の耐震化等の改修促進と併せて、不動産関係団体や地域

組織と連携した空き家や空き地等の流動化を図ることにより、既存ストックを活用した住

みやすい環境の整備に取り組みます。 

具体的な取組 

⚫ 空き家・空き店舗の活用（中古住宅取得支援、空家等改修支援 等）【再掲】 

⚫ 低未利用地の活用（ランドバンク事業の検討 等）【再掲】 

 

誘導施策④-３ あらゆる世代の生活を支える住環境の構築 

住宅の質の向上やバリアフリー化など、子育て世代や高齢者等のニーズを踏まえた住ま

いの確保や高齢者の在宅生活を支える見守りサービス、介護・医療サービス等の充実を図

り、多世代が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる包括的な住環境を構築します。 

具体的な取組 

⚫ 市営住宅の計画的な整備・維持管理（市営住宅長寿命化計画による改修 等） 

⚫ 地域包括ケアシステムの充実（相談支援体制の強化 等） 

 

誘導施策④-４ 市街地における防災力の向上 

大規模災害への備えとして、防災関連施設の整備、避難路の確保、自主防災組織の活動

促進等により、地域全体の防災・減災対策を図り、災害に強い安全なまちづくりを推進し

ます。 

具体的な取組 

⚫ 土砂災害・水害対策の推進（防災関連施設の整備 等） 

⚫ 地域防災力の強化（防災リーダーの育成 等） 

※具体的な取組は「8章 防災指針」を参照 

 

 

  



７章 誘導施策 

91 

 

3．交通に関する施策 

3 章「3.3 まちづくりの基本方針」に示す方針③「拠点間及び居住地をつなぐ利便性の高い

公共交通ネットワークの維持・確保」に向けて、まちづくりと連動した『⑤持続可能な交通

ネットワークの構築』により、拠点間や拠点内外を結ぶアクセス性を充実させることで、都

市機能の利便性の向上を目指します。 

 

⑤持続可能な交通ネットワークの構築 

誘導施策⑤-１ 地域の実情や利用実態に応じた交通手段の構築 

効率的で持続可能な交通体系のあり方や地域の実情や利用実態にあった移動手段の検討

により、市民生活に欠かすことのできない地域公共交通の維持・確保を図ります。 

具体的な取組 

⚫ 公共交通ネットワークの維持・確保（交通機能維持に向けた事業者への支援 等） 

⚫ 利用状況に応じた移動手段の見直し（支線系統のデマンド交通等への転換の検討、

車両等の見直し 等） 

 

誘導施策⑤-２ 複数の交通手段間の連携 

鉄道や路線バス、航路を基幹とし、自家用有償旅客運送やデマンド交通等で連携・補完

しながら、持続的な地域公共交通の提供を図ります。あわせて、地域間をつなぐ交通ネッ

トワークの要となる拠点整備を進めることで、複数の交通手段間の連携の強化を図ります。 

具体的な取組 

⚫ 交通結節点の環境整備（複合機能化、待合環境整備 等） 

⚫ 公共交通に係る情報発信の促進・改善（バス停案内や行き先表示等の改善 等） 

 

誘導施策⑤-３ 公共交通の利便性向上 

交通事業者のデジタル化の取組を促進し、交通系 IC カードの利用環境の拡大、案内表示

の多言語化等による利便性の向上を図ります。 

具体的な取組 

⚫ 交通事業におけるデジタル化の推進（キャッシュレス決済の導入、拡充 等） 

⚫ デジタル化による利便性向上（バスロケーションシステムの導入、多言語対応等の

機能拡充 等） 

 

誘導施策⑤-４ 地域間を結ぶ道路網の形成 

都市計画道路をはじめとする幹線道路の計画的な整備等により、広域的な交通ネットワ

ークの強化を図ります。 

具体的な取組 

⚫ 都市計画道路の計画的な整備 
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（参考） 

各施策や具体的な取組の推進にあたっては、以下の国や県等の支援事業・制度の活用を検

討し、取り組むこととします。 

⚫ 都市構造再編集中支援事業 ⚫ 都市再生整備計画事業 

⚫ まちなかウォーカブル推進事業 ⚫ 集約都市形成支援事業 

（コンパクトシティ形成支援事業） 

⚫ 都市再生区画整理事業 ⚫ 市街地再開発事業 

⚫ 都市防災総合推進事業 ⚫ 優良建築物等整備事業 

⚫ 宅地耐震化推進事業 ⚫ スマートウェルネス住宅等推進事業 

⚫ 公営住宅整備事業 ⚫ 地域公共交通再構築事業 

⚫ 空き家対策総合支援事業 ⚫ 都市公園ストック再生事業 

⚫ 都市・地域総合交通戦略推進事業 ⚫ フラット３５地域連携型 
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8章 防災指針 

8.1 防災指針の概要 

近年、激甚化・頻発化する自然災害に対応するため、都市再生特別措置法が一部改正（令

和 2年 6月成立、令和 2年 9月施行）され、立地適正化計画に防災指針を定めることになりま

した。 

 防災指針では、居住や都市機能の誘導を図るうえで考慮すべき災害リスクを分析し、でき

る限り災害を回避、低減させるための防災・減災対策を位置づけます。 

 災害に強いまちづくり（防災・減災まちづくり）の推進にあたっては、これまでの防災部

局が主体となった防災・減災対策だけでなく、まちづくりの観点から、自然災害による被害

の抑止・軽減を明確に位置づけること、防災部局との連携（国土強靭化地域計画、地域防災

計画等との連携・整合）を図り、災害リスクの評価に基づく都市計画の決定や市街地整備を

進めていくことが重要です。 

 

【ポイント】 

○ 激甚化・頻発化する自然災害への対応として、災害に強いまちづくりを進める。 

○ 災害リスクを踏まえて居住誘導区域及び都市機能誘導区域を設定し、区域内に災害ハザ

ードエリアが残存する場合には、適切な防災・減災対策を防災指針として位置づける。 

○ 居住誘導区域外であっても現に生活している居住者の安全確保のため、居住誘導区域の

内外にかかわらず取組を検討する。 

 

 

図 防災指針の位置づけ 
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本指針では、災害リスクを分析し、課題を抽出した上で、防災・減災まちづくりの「将来

像」や「取組方針」を設定し、「具体的なハード・ソフトの取組」等を位置づけます。 

 

 

※目標値は「9章 評価指標の設定及び計画の評価」に整理 

  

※ 
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8.2 災害リスク分析 

1．災害ハザード情報等の収集、整理 

居住誘導区域や都市機能誘導区域の災害リスク分析を行うにあたっては、災害ハザードの

「洪水」「高潮」「地震」「津波」「土砂災害」に加え、市街地の特性を踏まえて「火災」を追

加した 6項目を整理します。 
 

表 災害ハザード情報等の整理 

災害ハザードデータ等 
データ 

年次 
備考 

洪水 

浸水想定区域（想定最大規模） 
※芦田川・藤井川・本郷川・御調川 

R2.5 
１年間に発生する確率が 1/1000(0.1%)以下の降雨を想定 
・芦田川 ： 芦田川流域で 572 ㎜/24h   
・藤井川 ： 藤井川流域で 731 ㎜/24h 

・本郷川 ： 本郷川流域で 762 ㎜/24h   
・御調川 ： 御調川流域で 572 ㎜/24ｈ 
【参考】平成 30 年 7 月豪雨では、高知県安芸郡で最大となる

691.5 ㎜/24ｈを記録し、尾道市においては 240 ㎜/24ｈを
記録 

浸水継続時間（想定最大規模） 
※芦田川・藤井川・本郷川・御調川 

R2.5 

家屋倒壊等氾濫想定区域 
※芦田川・藤井川・本郷川・御調川 

R2.5 

浸水想定区域（想定最大規模） 
※芦田川水系中小河川・二級水系中小河川 

尾道地域 
R6.6 

１年間に発生する確率が 1/1000(0.1%)以下の降雨を想定 
・芦田川水系中小河川 ： 689～790 ㎜/24ｈ 
・二級水系中小河川 尾道地域 ： 777～789 ㎜/24ｈ 

※河川ごとに降水量が異なる、浸水想定区域のみ公表 

浸水想定区域（想定最大規模） 
※二級水系中小河川 島しょ部地域 

R4.1 
１年間に発生する確率が 1/1000(0.1%)以下の降雨を想定 
・二級水系中小河川 島しょ部地域 ： 788～790 ㎜/24ｈ 

※河川ごとに降水量が異なる、浸水想定区域のみ公表 

高潮 

浸水想定区域（想定最大規模） R3.8 
既往最大規模の台風を想定（中心気圧：昭和 9 年室戸台風、大

きさ・移動速度：昭和 34 年伊勢湾台風規模）とし、大潮かつ満
潮時に襲来、同時に河川洪水を考慮しているなど、最悪の事態
が重なり合う場合を想定 

浸水継続時間（想定最大規模） R3.8 

地震 
震度分布 

R7.10 
南海トラフ巨大地震の最大地震動を想定（広島県地震被害想定
調査報告書） 液状化危険度分布 

津波 浸水想定区域（想定最大規模） R7.10 

南海トラフ巨大地震の最大地震動を想定し、満潮時、地盤沈下の

発生、護岸や防波堤が機能しないなど、最悪の事態が重なり合

う場合を想定（広島県地震被害想定調査報告書） 

土砂

災害 

土砂災害警戒区域 
（土石流・急傾斜・地すべり） 

R4.8 
 

土砂災害特別警戒区域（土石流・急傾斜） R4.8  

地すべり防止区域 R3.3  

急傾斜地崩壊危険区域 R6.9  

火災 ※建物立地状況等により分析   

 

 

図 浸水深の考え方（洪水・高潮・津波）  
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2．都市情報との重ね合わせ分析による災害リスク評価 

 課題の抽出にあたっては、エリア（都市計画区域）ごとに、人口分布や都市施設（行政施

設、医療・社会福祉施設、避難場所等）の配置等の状況と、災害ハザード情報を重ね合わせ

る分析（災害リスク分析）を行い、災害発生により想定されるリスクを評価します。 

 

 

図 重ね合わせ分析のイメージ 

出典：立地適正化計画の手引き【基本編】 
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■災害リスク：  

 
 

■災害リスク： 

  

津波 地震 火災 

洪水 高潮 土砂 
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○出典（洪水）
洪水ポータルひろしま
○出典（土砂）
土砂災害ポータルひろしま（土砂災害警戒区域）、広島
県資料（地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域）

１）備後圏都市計画区域 

 

 

図 洪水浸水想定区域×人口分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 洪水浸水想定区域・土砂災害警戒区域等×建物・避難所分布  

※メッシュ高さが人口、色が浸水ランクを示す
（500ｍメッシュ内に含まれる最大浸水深のランクを表示）

○出典（洪水）
洪水ポータルひろしま

・人口が集中するエリアに浸水リスクが広が

っている（東尾道駅周辺など） 

・浸水リスクがある河川流域に人口が分布し

ている（藤井川流域など） 

 

洪水 

東尾道駅周辺 

藤井川流域 

洪水 土砂 

・限られた平地部や斜面沿いに建物が立地し

ており、浸水リスクや土砂災害リスクがある 

・土砂災害による建物倒壊のリスクは全域に

広く点在している（土砂災害警戒区域、急傾

斜地崩壊危険区域） 

・河川沿岸では氾濫流や河岸浸食による建物

被害のリスクがある（家屋倒壊等氾濫想定

区域） 

・拠点となるエリア（東尾道駅周辺）に浸水リ

スクが広がっている 

・複合災害の発生が懸念される（浸水・土砂

災害の同時発生） 

・商業施設が集積するエリアや拠点となるエ

リア（尾道駅周辺、新尾道駅周辺）で浸水や

土砂災害リスクがある 

・浸水深が高い場所に、垂直避難が困難な建

物が立地している 

・避難に時間を要するエリアが存在している

（避難所 500ｍ圏外） 

東尾道駅周辺 

新尾道駅周辺 

尾道駅周辺 
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図 洪水浸水継続時間・土砂災害警戒区域等×医療福祉施設分布・緊急輸送道路 

 

 

 
図 高潮浸水想定区域×人口分布  

※メッシュ高さが人口、色が浸水ランクを示す
（500ｍメッシュ内に含まれる最大浸水深のランクを表示）

○出典（高潮）
高潮・津波ポータルひろしま

・拠点となるエリア（東尾道駅周辺）

に長期にわたる浸水リスクがある 

・浸水や土砂災害によって緊急輸送

道路に影響を及ぼす可能性がある 

・浸水リスクがあるエリアに医療福祉

施設が立地している 

 

洪水 土砂 

高潮 

・浸水リスクがある沿岸部に人口が分

布している 

・人口が集中するエリアに浸水リスク

が広がっている（東尾道駅周辺など） 

東尾道駅周辺 

東尾道駅周辺 
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図 高潮浸水想定区域×建物・避難所分布 

 

 

 

図 高潮浸水継続時間×医療福祉施設分布・緊急輸送道路  

○出典（高潮）
高潮・津波ポータルひろしま

※浸水深0.5ｍに達してからその水深を下回るまでにかかる時間

○出典（高潮）
広島県資料

高潮 

・限られた平地部に建物が立地して

おり、浸水リスクがある 

・浸水リスクがあるエリアに港湾施設

や工場等が立地している 

・商業施設等が集積する尾道駅周辺

で浸水リスクがある 

・拠点となるエリア（尾道市役所本庁

周辺、向島支所周辺、東尾道駅周

辺）に浸水リスクが広がっている 

・浸水深が高い場所に、垂直避難が

困難な建物が立地している 

・避難に時間を要するエリアが存在し

ている（避難所 500ｍ圏外） 

・拠点となるエリア（東尾道駅周辺）に

長期にわたる浸水リスクがある 

・浸水リスクがあるエリアに多くの港

湾施設や工場等が立地している 

・浸水によって緊急輸送道路に影響

を及ぼす可能性がある 

・浸水リスクがあるエリアに医療福祉

施設が立地している 

高潮 

東尾道駅周辺 

尾道駅周辺 

尾道市役所本庁周辺 

向島支所周辺 

東尾道駅周辺 
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図 震度分布・液状化危険度分布×建物・避難所分布 

 

 

 

図 津波浸水想定区域×人口分布  

地震 

・地震の揺れによる建物倒壊や火災リスク

がある 

・地震の揺れによる液状化リスクがある（特

に沿岸部） 

・避難に時間を要するエリアが存在している

（避難所 500ｍ圏外） 

・建物が多く立地している中心部では火災

延焼や、建物倒壊により周辺道路に影響

を及ぼす可能性がある 

・商業施設等が集積する尾道駅周辺で液状

化リスクがある 

・拠点となるエリア（尾道市役所本庁周辺、

向島支所周辺）に液状化リスクが広がって

いる 

・鉄道等が運休した場合、多くの帰宅困難

者の発生が懸念される 

・浸水リスクがある沿岸部に人口が分

布している 

・人口が集中するエリアに浸水リスクが

広がっている（東尾道駅周辺など） 

津波 

尾道市役所本庁周辺 

向島支所周辺 

尾道駅周辺 

東尾道駅周辺 

火災 
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図 津波浸水想定区域×建物・避難所分布 

 

 

 

図 津波浸水想定区域×医療福祉施設分布・緊急輸送道路  

津波 

・限られた平地部に建物が立地してお

り、浸水リスクがある 

・浸水リスクがあるエリアに港湾施設や

工場等が立地している 

・商業施設等が集積する尾道駅周辺で浸

水リスクがある 

・拠点となるエリア（尾道市役所本庁周

辺、向島支所周辺、東尾道駅周辺）に浸

水リスクが広がっている 

・避難に時間を要するエリアが存在して

いる 

（避難所 500ｍ圏外） 

津波 

・浸水リスクがあるエリアに医療福祉施

設が立地している 

・浸水によって緊急輸送道路に影響を及

ぼす可能性がある 

 

東尾道駅周辺 

尾道駅周辺 

尾道市役所本庁周辺 

向島支所周辺 
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２）因島瀬戸田都市計画区域 

 

 

図 洪水浸水想定区域×人口分布 

 

 

図 洪水浸水想定区域・土砂災害警戒区域等×建物・避難所分布  

※メッシュ高さが人口、色が浸水ランクを示す
（500ｍメッシュ内に含まれる最大浸水深のランクを表示）

○出典（洪水）
洪水ポータルひろしま

建物・避難所
浸水想定区域

土砂災害警戒区域等

○出典（洪水）
洪水ポータルひろしま
○出典（土砂）
土砂災害ポータルひろしま（土砂災害警戒区域）、広島
県資料（地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域）

洪水 

・浸水リスクがある河川流域に人口が分布している 

（大正川、沖田川、熱田川、重井川、大浜川流域など） 

 

・限られた平地部や斜面沿いに建物が立地しており、浸水リスクや

土砂災害リスクがある 

・土砂災害による建物倒壊のリスクは全域に広く点在している 

（土砂災害警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域） 

・河川流域では浸水による建物被害が懸念される 

・複合災害の発生が懸念される（浸水・土砂災害の同時発生） 

・浸水深が高い場所に、垂直避難が困難な建物が立地している 

・避難に時間を要するエリアが存在している（避難所 500ｍ圏外） 

 

洪水 土砂 
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図 洪水浸水継続時間・土砂災害警戒区域等×医療福祉施設分布・緊急輸送道路 

 

 

 

図 高潮浸水想定区域×人口分布  

※メッシュ高さが人口、色が浸水ランクを示す
（500ｍメッシュ内に含まれる最大浸水深のランクを表示）

○出典（高潮）
高潮・津波ポータルひろしま

洪水 土砂 

・土砂災害によって緊急輸送道路に

影響を及ぼす可能性がある 

・土砂災害のリスクがあるエリアに医

療福祉施設が立地している 

 

高潮 

・浸水リスクがある沿岸部に人口が

分布している 
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図 高潮浸水想定区域×建物・避難所分布 

 

 

図 高潮浸水継続時間×医療福祉施設分布・緊急輸送道路  

○出典（高潮）
高潮・津波ポータルひろしま

※浸水深0.5ｍに達してからその水深を下回るまでにかかる時間

○出典（高潮）
広島県資料

高潮 

・限られた平地部に建物が立地しており、浸水リスクがある 

・浸水リスクがあるエリアに港湾施設や工場等が立地している 

・拠点となるエリア（因島総合支所周辺、瀬戸田支所周辺）に浸水リ

スクが広がっている 

・浸水深が高い場所に、垂直避難が困難な建物が立地している 

・避難に時間を要するエリアが存在している（避難所 500ｍ圏外） 

高潮 

・浸水リスクがあるエリアに医療福祉施設が立地している 

・浸水によって緊急輸送道路に影響を及ぼす可能性がある 

因島総合支所周辺 

瀬戸田支所周辺 



８章 防災指針 

106 

 

 

 

 

 

図 震度分布・液状化危険度分布×建物・避難所分布 

 

 

 
図 津波浸水想定区域×人口分布  

地震 

・地震の揺れによる建物倒壊や火

災リスクがある 

・地震の揺れによる液状化リスク

がある（特に沿岸部） 

・拠点となるエリア（因島総合支所

周辺、瀬戸田支所周辺）に液状化

リスクが広がっている 

・避難に時間を要するエリアが存

在している（避難所 500ｍ圏外） 

 

津波 

・浸水リスクがある沿岸部に人口が

分布している 

因島総合支所周辺 

瀬戸田支所周辺 

火災 
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図 津波浸水想定区域×建物・避難所分布 

 

 

 

図 津波浸水想定区域×医療福祉施設分布・緊急輸送道路  

津波 

・限られた平地部に建物が立地しており、浸水リスクがある 

・浸水リスクがあるエリアに港湾施設や工場等が立地している 

・拠点となるエリア（因島総合支所周辺、瀬戸田支所周辺）に浸水リス

クが広がっている 

・避難に時間を要するエリアが存在している（避難所 500ｍ圏外） 

津波 

・浸水リスクがあるエリアに医療福祉施設が立地している 

・浸水によって緊急輸送道路に影響を及ぼす可能性がある 

因島総合支所周辺 
瀬戸田支所周辺 
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３）御調都市計画区域 

 

 

 

図 洪水浸水想定区域×人口分布 

 

 

 

 

図 洪水浸水想定区域・土砂災害 

警戒区域等×建物・避難所分布  

※メッシュ高さが人口、色が浸水ランクを示す
（500ｍメッシュ内に含まれる最大浸水深のランクを表示）

○出典（洪水）
洪水ポータルひろしま

○出典（洪水）
洪水ポータルひろしま
○出典（土砂）
土砂災害ポータルひろしま（土砂災害警戒区域）、広島
県資料（地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域）

洪水 

・浸水リスクがある河川流域に人口

が広く分散している（御調川流域） 

 

 

・限られた平地部や斜面沿いに建物が立地しており、浸水リスクや

土砂災害リスクがある 

・土砂災害による建物倒壊のリスクは全域に広く点在している（土

砂災害警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域） 

・河川沿岸では氾濫流や河岸浸食による建物被害のリスクがある

（家屋倒壊等氾濫想定区域） 

・複合災害の発生が懸念される（浸水・土砂災害の同時発生） 

・浸水深が高い場所に、垂直避難が困難な建物が立地している 

・避難に時間を要するエリアが存在している（避難所 500ｍ圏外） 

・拠点となるエリア（御調支所周辺）に浸水リスクの広がりや土砂災

害リスクがある 

 

 

 

洪水 土砂 

御調川流域 

御調支所周辺 
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図 洪水浸水継続時間・土砂災害警戒区域等×医療福祉施設分布・緊急輸送道路 

 

 

 

 

図 震度分布・液状化危険度分布×建物・避難所分布 

 

・浸水や土砂災害によって緊急輸送道

路に影響を及ぼす可能性がある 

・浸水リスクがあるエリアに医療福祉

施設が立地している 

 

洪水 土砂 

・地震の揺れによる建物倒壊や火災リスクがある 

・地震の揺れによる液状化リスクがある 

・避難に時間を要するエリアが存在している 

（避難所 500ｍ圏外） 

地震 火災 
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４）災害リスクのまとめ 

 「人命・建物（リスク全般）」、「避難」、「拠点」、「都市機能・交通」の各観点（カテゴリー）

から見た災害リスクと、そのリスクが想定される主なエリアは以下のとおりです。 

表 災害リスクのまとめ 

観点 

(カテゴリ-) 
災害種別 災害リスク 

主なエリア 

備後圏 因島瀬戸田 御調 

人命 

・ 

建物 
（リスク全般） 

 河川流域や沿岸部等の限られた平地

部の浸水リスクがあるエリアに人口が

分布、建物が立地している 

河川流域、 

沿岸部 

河川流域、 

沿岸部 
河川流域 

 
河川沿岸では氾濫流や河岸浸食によ

る建物被害のリスクがある 
河川流域 ― 河川流域 

 
土砂災害による建物倒壊のリスクは

全域に広く点在している 
斜面地 斜面地 斜面地 

 
複合災害の発生が懸念される 

（浸水・土砂災害の同時発生） 

河川沿いの 

斜面地 

河川沿いの 

斜面地 

河川沿いの 

斜面地 

 
地震の揺れによる建物倒壊や火災リ

スク、液状化のリスクがある 
市全域 

 建物が多く立地している中心部等で

は火災延焼や、建物倒壊により周辺

道路に影響を及ぼす可能性がある 

尾道駅・尾道市

役所周辺など 
― ― 

避難 

 
浸水深が高い場所に、垂直避難が困

難な建物が立地している 
河川流域 河川流域 河川流域 

 
避難に時間を要するエリアが存在して

いる（避難所 500ｍ圏外） 

東尾道、高須町、 

美ノ郷町三成 

など 

因島重井町・

三庄町、 

瀬戸田町福田

など 

尾道北 IC 

周辺など 

拠点 

 
拠点となるエリアに浸水や土砂災害リ

スクが広がっている 

新尾道駅、 

東尾道駅周辺 
― 御調支所周辺 

 
拠点となるエリアに浸水リスクが広が

っている 

尾道駅・尾道市

役所周辺、 

向島支所周辺 

因島総合支所、

瀬戸田支所周辺 
― 

 人口が集中するエリア、物流の拠点と

なる港湾エリアに浸水リスクが広がっ

ている 

東尾道、高須町 ― ― 

 
拠点となるエリアに長期にわたる浸水

リスクがある 
東尾道、高須町 ― ― 

 
拠点となるエリアに液状化リスクが広

がっている 

尾道駅・尾道市

役所周辺、 

向島支所周辺 

因島総合支所、

瀬戸田支所周辺 
― 

生活 

サービス

機能 

・ 

交通 

 
商業施設等が集積するエリアに浸水

や土砂災害リスクがある 

尾道駅・尾道

市役所周辺 
― ― 

 
商業施設等が集積するエリアに液状

化リスクがある 

尾道駅・尾道

市役所周辺 
― ― 

 
浸水や土砂災害によって緊急輸送道

路に影響を及ぼす可能性がある 

国道 2 号・

184 号、臨港

道路山波松永

線など 

国道 317 号、

生口島循環

線、西浦三庄

田熊線など 

国道 184 号・

486 号、 

尾道自動車道 

など 

 
浸水や土砂災害のリスクがあるエリア

に医療福祉施設が立地している 

山際や河川流

域、沿岸部 

山際や河川流

域、沿岸部 

山際や河川流

域 

 
浸水リスクがあるエリアに港湾施設や

工場等が立地している 
沿岸部 沿岸部 ― 

 
鉄道等が運休した場合、多くの帰宅困

難者の発生が懸念される 

尾道駅、 

新尾道駅 
― ― 

  

洪水 土砂 高潮 

地震 津波 火災 

洪水 土砂 高潮 

地震 津波 火災 

洪水 土砂 高潮 

地震 津波 火災 

洪水 土砂 高潮 

地震 津波 火災 

洪水 土砂 高潮 

地震 津波 火災 

洪水 土砂 高潮 

地震 津波 火災 

洪水 土砂 高潮 

地震 津波 火災 

洪水 土砂 高潮 

地震 津波 火災 

洪水 土砂 高潮 

地震 津波 火災 

洪水 土砂 高潮 

地震 津波 火災 

洪水 土砂 高潮 

地震 津波 火災 

洪水 土砂 高潮 

地震 津波 火災 

洪水 土砂 高潮 

地震 津波 火災 

洪水 土砂 高潮 

地震 津波 火災 

洪水 土砂 高潮 

地震 津波 火災 

洪水 土砂 高潮 

地震 津波 火災 

洪水 土砂 高潮 

地震 津波 火災 

洪水 土砂 高潮 

地震 津波 火災 

洪水 土砂 高潮 

地震 津波 火災 
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8.3 防災・減災まちづくりに向けた課題 

災害リスクの評価結果に基づき、本市における防災・減災まちづくりに関する課題を、以

下のとおり整理します。 

 

 

河川氾濫や浸水被害の発生防止に向けた堤防整備や排水対策等 

 

 

がけ崩れ・土石流・地すべり等の発生防止に向けた砂防施設整備等 

 

 

揺れによる建物倒壊や液状化等の発生防止に向けた耐震化や液状化対策等 

 

 

浸水被害や土砂災害が発生した際の被害の回避・最小化に向けた災害リスクを考慮した土地・

建物利用 

 

 

火災の延焼等による市街地火災の防止に向けた密集市街地の改善や空家等の適正管理 

 

 

住民の生命を守るため災害が発生した際の安全かつ迅速に避難できる体制の整備 

 

 

災害が発生した際の都市機能の継続に向けた主要施設や道路等の防災機能の強化 

 

 

災害が発生した際に迅速に復旧・復興できる体制の整備 

 

  

津波 

地震 

火災 

洪水 高潮 

土砂 

共通 

共通 

共通 

津波 洪水 高潮 土砂 
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8.4 防災・減災まちづくりの将来像 

 

 

 ハード・ソフト両面から総合的に取組を進め、災害時の被害回避※1 及び被害低減※2 を図り

ます。取組については、地域の状況や災害リスクの評価結果を踏まえ、優先的に取組が必要

なエリアを検討するなど、まちづくりの視点から防災・減災対策を具体化します。 

なお、河川流域すべての関係者の協働により、流域全体で行う「流域治水」へ転換するな

ど、行政・民間事業者・住民等と連携しながら防災・減災まちづくりを進めていきます。 

 

※1災害リスクの「回避」：災害ハザードエリアにおける立地規制・建築規制、ハザードエリ

アからの移転促進等による災害時の被害の抑制 

※2災害リスクの「低減」：災害ハザードエリアにおけるハード・ソフト両面の取組による災

害時の被害の軽減 

  

多世代が暮らし続けられる安全・快適な住環境の形成 

・自然災害や空き家問題に対処し、地域環境の改善と災害に強いまちづくりを推進する。 

・リスクを最小化し、市民が安全・安心に暮らせる居住環境の形成を目指す。 
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8.5 防災・減災まちづくりの取組方針 

1．基本的な考え方 

「8.4 防災・減災まちづくりの将来像」を実現していくためには、各地域における災害リス

クを踏まえ、災害リスクの回避や低減を図るための取組を総合的に展開していくことが重要

です。 

以下の2つの取組を総合的に推進することにより、災害リスクを踏まえた安全・安心なまち

づくりを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

2．防災・減災まちづくりの取組方針 

「8.3 防災・減災まちづくりに向けた課題」を踏まえ、本市における防災・減災まちづくり

の取組方針を以下のとおり設定します。 

 

取組方針 1 防災基盤の整備 

 
 

取組方針 2 適切な土地・建物利用の促進 

 
 

取組方針 3 防災体制の強化 

 
 

取組方針 4 都市機能の継続 

  

1-1 河川や管理施設等の整備・維持管理 

1-2 排水・貯留機能の強化 

1-3 海岸保全施設の整備・維持管理 

1-4 砂防施設の整備・維持管理 

1-5 宅地・市街地等の安全性向上 

2-1 災害リスクを考慮した土地利用規制・誘導 

2-2 住宅・建築物等の安全性向上 

3-1 避難体制の整備 

3-2 地域防災力の強化 

3-3 復旧・復興体制の整備 

4-1 災害に強い道路ネットワークの構築 

4-2 災害時における都市機能の継続性確保 

災害リスクの回避 

土地利用規制や居住誘導など、災害時

に被害が発生しないようにする（回避

する）ための取組 

災害リスクの低減 

浸水対策や土砂災害防止のための施設整備、

避難や経済被害軽減、早期の復旧・復興のた

めの対策など、災害時の被害を最小限にする

（低減する）ための取組 
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3．災害リスクに対応する主な取組方針 

 想定される災害リスクに対応する主な取組方針を以下のとおり整理します。 

 また、次ページにエリア（都市計画区域）ごとに整理した内容を示します。 

表 災害リスクに対応する主な取組方針 

 

 

災害リスク  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組方針 

 

 

人命・建物 

（リスク全般） 
避難 拠点 都市機能・交通 

浸
水
リ
ス
ク
が
あ
る
エ
リ
ア
に
人
口
分
布
・
建
物
立
地 

氾
濫
流
や
河
岸
浸
食
に
よ
る
建
物
被
害
の
リ
ス
ク 

土
砂
災
害
に
よ
る
建
物
被
害
の
リ
ス
ク 

複
合
災
害
の
発
生
（
浸
水×

土
砂
） 

地
震
に
よ
る
建
物
倒
壊
、
火
災
、
液
状
化
の
発
生 

火
災
延
焼
、
建
物
倒
壊
に
よ
る
道
路
へ
の
影
響 

垂
直
避
難
が
困
難
な
建
物
が
立
地 

避
難
に
時
間
を
要
す
る
エ
リ
ア
が
存
在
（
避
難
所
５００
ｍ
圏
外
） 

拠
点
と
な
る
エ
リ
ア
に
浸
水
や
土
砂
災
害
リ
ス
ク 

人
口
が
集
中
す
る
エ
リ
ア
、
港
湾
エ
リ
ア
に
浸
水
リ
ス
ク 

拠
点
と
な
る
エ
リ
ア
に
長
期
に
わ
た
る
浸
水
リ
ス
ク 

拠
点
と
な
る
エ
リ
ア
に
液
状
化
リ
ス
ク 

商
業
施
設
等
が
集
積
す
る
エ
リ
ア
に
浸
水
や
土
砂
災
害
リ
ス
ク 

商
業
施
設
が
集
積
す
る
エ
リ
ア
に
液
状
化
リ
ス
ク 

浸
水
や
土
砂
災
害
に
よ
る
緊
急
輸
送
道
路
へ
の
影
響 

浸
水
や
土
砂
災
害
リ
ス
ク
が
あ
る
エ
リ
ア
に
医
療
福
祉
施
設
が
立
地 

浸
水
エ
リ
ア
に
港
湾
施
設
や
工
場
等
が
立
地 

鉄
道
等
の
運
休
に
よ
る
多
く
の
帰
宅
困
難
者
の
発
生 

取組方針 1 

防災基盤の 

整備 

1-1 河川や管理施設等の 

整備・維持管理 
〇 〇  〇               

1-2排水・貯留機能の強化 〇   〇               

1-3 海岸保全施設の 

整備・維持管理 
〇                  

1-4 砂防施設の整備・ 

維持管理 
  〇 〇               

1-5 宅地・市街地等の 

安全性向上 
〇 〇 〇 〇 〇 〇             

取組方針 2 

適切な土地・ 

建物利用の 

促進 

2-1 災害リスクを考慮 

した土地利用規制・誘導 
〇 〇 〇 〇     〇 〇 〇  〇   〇 〇  

2-2 住宅・建築物等の 

安全性向上 
    〇 〇          

 

 
  

取組方針 3 

防災体制の 

強化 

3-1 避難体制の整備       〇 〇        〇  〇 

3-2 地域防災力の強化       〇 〇           

3-3 復旧・復興体制の 

整備 
        〇   〇       

取組方針 4 

都市機能の 

継続 

4-1 災害に強い道路 

ネットワークの構築 
         〇     〇    

4-2 災害時における 

都市機能の継続性確保 
        〇 〇 〇 〇 〇 〇  〇 〇 〇 
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主
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針
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8.6 具体的な取組とスケジュール 

取組方針に基づき、地域防災計画や国土強靱化地域計画等と整合を図りつつ、各種取組を

推進します。また、国や広島県、地域住民・事業者の取組と連携し、関係部局が連携・調整

しながら、多様な主体との協働による防災・減災を進めていきます。 

表 具体的な取組とスケジュール（1/2） 

取組方針 具体的な取組 災害リスク 

 

防
災
基
盤
の
整
備 

取
組
方
針
1 

 

1-1 河川や管理施設

等の整備・維持管理 

◆河川整備（堤防整備・改修、河道掘削等） 低減 

◆監視機能の強化（水位計、カメラ設置等） 低減 

◆河川や管理施設の計画的な維持管理 低減 

1-2 排水・貯留機能

の強化 

◆排水施設の整備・改修（雨水幹線、雨水ポンプ場、

排水樋門等） 
低減 

◆排水設備の電源・燃料確保 低減 

◆排水施設の計画的な維持管理 低減 

◆農地・森林の保全・活用 低減 

◆既存調整池、農業用ため池等の管理・活用 低減 

1-3 海岸保全施設の

整備・維持管理 
◆防潮堤・防潮扉等の整備・維持管理 低減 

1-4 砂防施設の整

備・維持管理 

◆法面対策や砂防施設整備等の土砂災害対策工事の実施 低減 

◆土砂災害危険箇所等のリスク調査 低減 

1-5 宅地・市街地等

の安全性向上 

◆市街地環境の改善（老朽危険空家の除却、都市施設

の整備等） 
低減 

◆大規模盛土造成地の安全対策の推進 低減 

適
切
な
土
地
・
建
物
利
用
の
促
進 

取
組
方
針
2 

2-1 災害リスクを考

慮した土地利用規

制・誘導 

◆災害ハザードエリアにおける開発許可の厳格化 回避 

◆土砂災害特別警戒区域の市街化調整区域への編入 回避 

◆災害ハザードエリアからの移転促進 回避 

◆届出制度による居住・都市機能施設の立地誘導 回避 

◆不動産取引時における災害リスク情報の周知徹底 回避 

2-2 住宅・建築物等

の安全性向上 

◆建物の不燃化・難燃化の促進 低減 

◆公共建築物の計画的な維持管理 低減 

◆住宅等の耐震診断や耐震改修の促進 低減 

◆空家等対策の推進 低減 
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実施主体 対象とする災害 取組スケジュール  

国 県 市 洪水 土砂 高潮 地震 津波 火災 短期 中期 長期 
 

〇 〇 〇 〇          

〇 〇 〇 〇          

〇 〇 〇 〇          

  〇 〇  〇    
    

 

  〇 〇  〇        

  〇 〇  〇        

  〇 〇          

  〇 〇          

 〇 〇   〇  〇  
    

 

 〇 〇  〇         

 〇 〇  〇         

  〇    〇  〇 
    

 

  〇  〇         

  〇 〇 〇 〇  〇      

 〇 〇  〇         

  〇 〇 〇 〇  〇      

  〇 〇 〇 〇  〇      

  〇 〇 〇 〇  〇      

  〇    〇  〇     

〇 〇 〇    〇       

  〇    〇       

〇 〇 〇    〇  〇     
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

継続実施 
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表 具体的な取組とスケジュール（2/2） 

取組方針 具体的な取組 災害リスク 

防
災
体
制
の
強
化 

取
組
方
針
3 

3-1 避難体制の整備 

◆避難路の整備・確保 低減 

◆避難場所の適正配置・確保 低減 

◆民間施設を活用した垂直避難場所等の拡充 低減 

◆広域避難場所・指定避難所等の防災機能の強化 低減 

◆避難所運営マニュアルの作成 低減 

◆避難行動要支援者への支援体制の構築（避難確保

計画等の作成推進、福祉避難所との連携強化等） 
低減 

◆避難に関する情報発信体制の強化（避難指示や避

難所等の分かりやすい情報発信、情報発信手段の確

保等） 

低減 

3-2 地域防災力の強化 

◆ハザードマップを活用した災害リスクの周知 低減 

◆地域別ハザードマップやマイタイムライン等の作

成促進 
低減 

◆自主防災活動等の促進 低減 

◆訓練や講習会等による防災意識の醸成 低減 

3-3 復旧・復興体制の

整備 

◆情報収集・発信体制の強化 低減 

◆消防機関の危機管理体制の維持・強化 低減 

◆各種支援体制の強化（広域支援、民間協定等） 低減 

都
市
機
能
の
継
続 

取
組
方
針
4 

4-1 災害に強い道路ネ

ットワークの構築 

◆道路整備の推進（都市計画道路の整備、緊急輸送

道路の確保等） 
低減 

◆道路の安全性向上（狭隘道路の解消、倒壊リスク

のあるブロック塀除去） 
低減 

◆無電柱化の推進 低減 

◆道路の排水機能強化（排水側溝の整備、透水性舗

装や雨水浸透ますの設置等） 
低減 

◆道路施設の計画的な維持管理 低減 

4-2 災害時における 

都市機能の継続性確保 

◆防災拠点となる施設等の機能維持・向上（防災備

蓄、非常用電源の確保等） 
低減 

◆民間企業における防災対策の促進 低減 
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実施主体 対象とする災害 取組スケジュール  

国 県 市 洪水 土砂 高潮 地震 津波 火災 短期 中期 長期 
 

  〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇     

  〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇     

  〇 〇  〇  〇      

  〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇     

  〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇     

  〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 
    

 

  〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

    

 

  〇 〇 〇 〇 〇 〇      

  〇 〇 〇 〇 〇 〇  
    

  〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇     

  〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇     

  〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇     

  〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇     

  〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇     

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 
    

 

  〇    〇   
    

 

〇 〇 〇    〇       

〇 〇 〇 〇  〇    
    

 

〇 〇 〇    〇       

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 
    

 

  〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

継続実施 

継続実施 

継続実施 

継続実施 

継続実施 

継続実施 

継続実施 

継続実施 

継続実施 

継続実施 

継続実施 
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9章 評価指標の設定及び計画の進行管理 

9.1 評価指標の設定 

 立地適正化計画は、概ね 20 年後のまちの姿を見据えた計画であり、概ね 5 年ごとに計画の

進捗状況や施策の効果について調査、分析及び評価を行うよう努める必要があります。 

 そのため、計画の必要性・妥当性を住民等の関係者に客観的かつ定量的に提示するととも

に、PDCA サイクルが適切に機能する計画とするため、評価指標及びその目標値を設定します。 

 

【居住誘導に関する目標値】 

評価指標 指標の概要 基準値 目標値 

居住誘導区域内の

人口密度 

居住誘導区域内の人

口密度を把握するこ

とで、居住誘導の進

捗を評価する。 

尾道地域 

：48.4 人/ha 

向島地域 

：44.6 人/ha 

因島地域 

：32.7 人/ha 

生口島地域 

：16.6 人/ha 

御調地域 

：15.2 人/ha 

【令和 2（2020）年】 

維持

【令和 27（2045）年】 

【設定の考え方】 

 3 章「3.3 まちづくりの基本方針」に示す方針②「多世代が暮らし続けられる安全・快適な

住環境の形成」の進捗を定量的に把握する指標として設定します。国立社会保障・人口問題

研究所の将来推計人口に基づき、令和 27（2045）年時点の居住誘導区域内の人口密度を推計

すると、全市的に減少することが見込まれます。現在確保されている利便性の高い生活サー

ビス機能や公共交通等の持続性を確保するため、居住誘導に向けた取組により、居住誘導区

域内の人口密度を維持することを目標とします。 
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【都市機能誘導に関する目標値】 

評価指標 指標の概要 基準値 目標値 

都市機能誘導区域

内の誘導施設の充

足率 

都市機能誘導区域

及び周辺の日常生

活の利便性を評価

する。 

広域交流拠点：70％ 

都市活力向上拠点：50％ 

活力創造拠点：70％ 

都市拠点：73％ 

地域拠点（御調）：100％ 

地域拠点（向島）：67％ 

地域拠点（瀬戸田）：100％ 

地域拠点（美ノ郷町三成）：100％ 

地域拠点（因島中庄町）：100％ 

【令和 6（2024）年】 

広域交流拠点：100％ 

都市活力向上拠点：100％ 

活力創造拠点：100％ 

都市拠点：100％ 

地域拠点（御調）：100％ 

地域拠点（向島）：100％ 

地域拠点（瀬戸田）：100％ 

地域拠点（美ノ郷町三成）：100％ 

地域拠点（因島中庄町）：100％ 

【令和 27（2045）年】  

都市機能誘導区域

内における平均地

価公示価格（商業

地）の変動率 

都市機能の集積等

による拠点の魅力

を評価する。 

-0.7% 

【令和 7（2025）年 1月 1日】 

※対前年度 

0％以上 

【令和 27（2045）年度】 

※対令和 6（2024）年度 

【設定の考え方】 

■都市機能誘導区域内の誘導施設の充足率 

3 章「3.3 まちづくりの基本方針」に示す方針①「都市の利便性・拠点性・魅力の向上」の

進捗を定量的に把握する指標として設定します。各拠点の都市機能の維持・向上を図るため、

現在立地している施設は維持し、不足している施設は誘導することで、各拠点の充足率を

100％にし、これを維持することを目標とします。 

 

■都市機能誘導区域内における平均地価公示価格（商業地）の変動率 

都市機能誘導による効果を定量的に把握する指標として設定します。尾道地域では、平均

地価公示価格（商業地）の変動率は上昇傾向に転じているものの、都市機能誘導区域全域と

しては下落傾向にあり、人口減少等を踏まえると令和 27（2045）年もこの傾向は続くと見込

まれます。都市機能の維持・誘導により、令和 6 年度に対する変動率を 0％以上とし、地価を

維持・向上することを目標とします。  
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【交通に関する目標値】 

評価指標 指標の概要 基準値 目標値 

公共交通機関の 

カバー率 

(居住誘導区域面

積に対する割合) 

 

公共交通機関のカバー

率を把握することで、

公共交通の利便性及び

アクセス性を評価す

る。 

尾道地域：99.1% 

向島地域：100% 

因島地域：97.0% 

生口島地域：97.2% 

御調地域：100% 

【令和 7（2025）年】 

※GIS 処理により算出 

 

維持 

【令和 27（2045）年】 

※GIS 処理により算出 

 

【設定の考え方】 

3 章「3.3 まちづくりの基本方針」に示す方針③「拠点間及び居住地をつなぐ利便性の高い

公共交通ネットワークの維持・確保」の進捗を定量的に図る指標として設定します。 

公共交通機関への徒歩でのアクセス圏を鉄道駅及び港 800m、バス停を 400m と定め、地域公

共交通計画と連携した取組により、居住誘導区域内の公共交通機関の利便性を維持すること

を目標とします。 

 

【防災に関する目標値】 

評価指標 指標の概要 基準値 目標値 

尾道防災リーダ

ー認定者数 

防災指針の『取組方針3 

防災体制の強化』を評

価する。 

513 人 

【令和 6（2024）年度】 

1,650 人 

【令和 27（2045）年度】 

【設定の考え方】 

■尾道防災リーダーの認定者数 

行政主導の取組だけでなく、地域における防災活動の促進が重要となることから、地域の

自主防災活動をけん引する「尾道防災リーダー」の認定者数を指標として設定します。取組

を開始した平成26（2014）年度以降、令和6（2024）年度までに513人を認定し、認定者は、

それぞれの地域での防災訓練や避難所運営等の自主防災活動の場で活躍しています。災害発

生時において、地域防災の中核を担う人材は重要であり、今後も、地域単位での受講の呼び

かけや認定の条件となる育成講座の利便性の向上を図り、令和 27（2045）年度には認定者数

を 1,650 人まで増加させることを目標とします。 
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9.2 計画の進行管理 

1．計画の進行管理に関する方針 

本計画は、上位・関連計画の見直し、法制度の改正や社会・経済情勢の変化、多様化する

市民ニーズ等を踏まえて、適宜、見直しを行います。 

具体的には、本計画の作成・変更、誘導施策の実施、計画の評価・分析・検証、施策の改

善・見直しといった PDCA によるマネジメントサイクルを構築し、適正に進行管理を行うとと

もに、必要に応じて、基本方針や施策等の内容について改善を図ります。 

 

図 PDCA サイクルによる計画の進行管理のイメージ 

 

2．計画の点検・評価 

計画の進行管理は、各種誘導施策の進捗・達成度を計るための指標を設定し、概ね5年ごと

に定量的に分析・評価を行います。 

なお、適宜、設定した指標の見直しや追加を行うなど、計画の効果的な進行管理に努めま

す。 



参考資料 

126 

 

用語解説 

 

あ行 

IoT 

「Internet of Things」の略。様々な

「モノ（物）」がインターネットに接続し、

情報交換する仕組み。 

 

空き家 

住宅・土地統計調査における空き家は、

居住世帯のない住宅のうち、賃貸・売却

用及び二次的住宅を除く空き家、賃貸用

の空き家、売却用の空き家、二次的住宅

とされている。 

 

移住定住コンシェルジュ 

移住・定住に関する総合相談窓口。 

 

雨水浸透ます 

雨とい等から流入してくる雨水を受け

るバケツのような「桝（ます）」で、側面

及び底面にある浸透孔から雨水を地中に

浸透させる構造のもの。 

 

液状化 

地震が発生して地盤が強い衝撃を受け

ると、今まで互いに接して支えあってい

た土の粒子がバラバラになり、地盤全体

がドロドロの液体のような状態になる現

象。 

 

か行 

開発許可 

都市計画法に基づき、一定規模以上の

開発行為を行おうとする場合に必要とな

る許可のこと。 

開発行為 

主として、(1)建築物の建築、(2)第１

種特定工作物（コンクリートプラント等）

の建設、(3)第２種特定工作物（ゴルフコ

ース、１ha 以上の墓園等）の建設を目的

とした「土地の区画形質の変更」をいう。 

 

家屋倒壊等氾濫想定区域 

「想定し得る最大規模の降雨」により、

家屋等の倒壊・流失をもたらすような堤

防決壊に伴う激しい氾濫流や河岸侵食が

発生することが想定される区域。 

 

既存ストック 

過去に整備されて現存する道路、水路、

公園、公共施設等の都市施設や住宅等の

建築物。 

 

急傾斜地崩壊危険区域 

「急傾斜地の崩壊による災害の防止に

関する法律」に基づき指定される区域の

こと。崩壊するおそれのある急傾斜地で、

その崩壊により相当数の居住者その他の

者に危害が生ずるおそれのあるもの及び

これに隣接する土地のうち、当該急傾斜

地の崩壊が助長され、または誘発される

おそれがないようにするため指定される。 

 

旧耐震基準 

震度5程度の中地震に対して建物が損傷

しないことを目標とした 1981 年（昭和 56

年）5月 31 日までの耐震基準。 

 

狭隘
きょうあい

道路 

幅員 4m 未満の道路。 
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居住環境向上施設 

都市の居住者の日常生活に必要な施設

であり、立地適正化計画において定める

居住誘導区域ごとにその立地を誘導すべ

き施設として位置づけられるもの。 

 

居住環境向上用途誘導地区 

居住誘導区域内において、居住環境向

上施設に限定して用途規制や容積率の緩

和を行う一方、それ以外の建築物につい

ては、従前どおりの規制を適用すること

により、居住環境向上施設を有する建築

物の建築を誘導することを目的とする都

市計画の地域地区のひとつ。 

 

緊急輸送道路 

地震直後から発生する緊急輸送を円滑

かつ確実に実施するために必要な道路で

あり、道路の耐震性が確保されていると

ともに、地震時にネットワークとして機

能するもの。 

 

原生自然環境保全地域・特別地区 

原生自然環境保全地域：人の活動の影

響を受けることなく原生の状態を維持し

ている地域。(1,000ha 以上、島しょは

300ha 以上) 

特別地区：優れた天然林、湿原、野生

動物の生息地などを保全の対象として、

特に重要な地域。 

 

広域避難場所 

指定緊急避難場所その他避難場所のう

ち、他市町村からの域外避難者に提供す

る施設。 

公共下水道事業区域 

公共下水道事業において、概ね 5 年～7

年の間に公共下水道の整備を行う予定と

している区域。 

 

公共公益施設 

公共施設と公益施設を合わせた名称で

あり、公共施設は道路、公園、広場その

他政令で定める公共の用に供する施設、

公益的施設は教育施設、医療施設、官公

庁施設、購買施設その他の施設で、地域

住民の共同の福祉または利便のため必要

な施設を指す。 

 

洪水浸水継続時間 

任意の地点において、氾濫水到達後、

一定の浸水深（例えば 0.5ｍ）に達してか

らその浸水深を下回るまでの時間。 

 

洪水浸水想定区域 

浸水想定区域は水防法第 14 条の規定に

基づくもので、想定し得る最大規模の降

雨によって河川が氾濫した場合に、洪水

が想定される区域。 

 

コンパクト・プラス・ネットワーク 

都市全体の構造を見渡しながら、住宅

及び医療・福祉・商業その他の居住に関

連する施設の誘導（コンパクト）と、そ

れと連携した地域公共交通ネットワーク

の再編（ネットワーク）を行うことによ

り、コンパクトなまちづくりの実現を図

ること。 
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さ行 

災害危険区域 

津波、高潮、出水等による危険の著し

い区域で、住居の用に供する建築の禁止

など、建築物の建築に関する制限を条例

で定める区域。 

 

財政力指数 

地方公共団体の財政力を示す指数で、

基準財政収入額を基準財政需要額で除し

て得た数値の過去 3年間の平均値。 

財政力指数が高いほど、普通交付税算

定上の留保財源が大きいことになり、財

源に余裕があるといえる。 

 

GIS 

地理情報システム（Geographic Informa

tion System）の略称で、地理的位置を手

掛かりに、位置に関する情報を持ったデ

ータ（空間データ）を総合的に管理・加

工し、視覚的に表示することで、高度な

分析や迅速な判断を可能にする技術。 

 

市街化区域 

都市計画法に基づく都市計画区域のう

ち、市街地として積極的に開発・整備す

る区域。具体的には、既に市街地を形成

している区域及び概ね 10 年以内に優先的

かつ計画的に市街化を図るべき区域。 

 

市街化調整区域 

都市計画法に基づく都市計画区域のう

ち、市街化を抑制すべき区域。 

 

自家用有償旅客運送 

バスやタクシー事業者によるサービス

の提供が困難な場合であって、地域にお

ける輸送手段の確保が必要な場合に、必

要な安全上の措置を取った上で、自治体や

NPO 法人等が自家用車を用いて提供する運

送サービス。 

 

地すべり防止区域 

現に地すべりが発生している区域また

は発生するおそれが大きい区域で、かつ

公共の利害に密接な関係があるものとし

て、地すべり等防止法第3条に基づき指定

を受けた区域。 

 

シティープロモーション 

観光客増加、定住人口獲得、企業誘致

等を目的として、地域のイメージを高め、

知名度を向上させる活動。 

 

社会増減 

流出数と流入数の差。地方自治体や地

域ブロック単位の人口においては、住民

の転入数と転出数の差。 

 

集落排水事業 

農業集落や漁業集落において、し尿や

生活雑排水を処理する汚水処理場を建設

し、宅内排水設備工事によって集落排水

処理施設に接続し、汚水を処理すること

により、集落における生活環境の向上と

海や川の水質保全に寄与する事業。 
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人口集中地区（DID 地区） 

国勢調査基本単位区及び基本単位区内

に複数の調査区がある場合は調査区を基

礎単位として、1）原則として人口密度が

1 平方キロメートルあたり 4,000 人以上の

基本単位区等が市区町村の境域内で互い

に隣接して、2）それらの隣接した地域の

人口が国勢調査時に5,000人以上を有する

地域のこと。DID「Densely Inhabited Dis

trict（人口密度の高い地区）」の略。 

 

浸水継続時間 

洪水や津波、高潮により、屋外への避

難が困難となる浸水深（例えば 50ｃｍ）

に達してから、その水深を下回るまでに

かかる時間。 

 

浸水深 

陸上の各地点で水面が最も高い位置に

きたときの地面から水面までの高さ。 

 

浸水被害防止区域 

洪水または雨水出水が発生した場合に

建築物の損壊・浸水により住民等の生命

または身体に著しい危害が生ずるおそれ

があるとして指定される区域。 

一定の開発行為及び一定の建築物の建

築または用途の変更の際、あらかじめ都

道府県知事等の許可が必要となる。 

 

新耐震基準 

震度 6 強〜7 程度の大規模地震でも倒

壊・崩落しないことを目標とした 1981 年

（昭和 56年）6月 1 日以降の耐震基準。 

た行 

高潮浸水想定区域 

水防法第 14 条の 3 の規定に基づき、想

定し得る最大規模の高潮の影響により、

氾濫が発生した場合に浸水が想定される

区域のうち、都道府県知事が指定する区

域。 

 

地価公示価格 

地価公示法の規定に基づき、都市計画

区域等における標準地の毎年 1月 1日時点

の正常な価格を国土交通省土地鑑定委員

会が判定・公示するもの。 

 

地域包括ケアシステム 

高齢者等が住み慣れた自宅や地域で暮

らし続けられるように、住まい・医療・

介護・予防・生活支援が一体的に提供さ

れる支援体制。 

 

津波災害警戒区域 

津波浸水想定を踏まえ、津波による人

的災害を防止するために警戒避難体制を

特に整備すべき区域。 

 

津波災害特別警戒区域 

津波災害警戒区域の中に「一定の開発

行為及び建築等を制限すべき土地の区域」

を指定するもので、住民等が建築物の中

にいても津波を「避ける」ことができる

区域として指定する区域。 

 

津波浸水想定区域 

最大クラスの津波があった場合に想定

される浸水範囲と浸水深を示す区域。 

 

低未利用地 

長期間にわたり利用されていない未利

用地や周辺地域の土地利用状況に比べて

利用の程度が低い土地。 
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デマンド交通 

予約型の運行形態の乗合輸送サービス。 

 

透水性舗装 

雨水を多孔質な表層から路盤、路床に

浸透させる舗装。雨天時の歩行快適性の

向上、地下水の涵養のほか、間隙水の蒸

散による路面温度上昇の緩和等の効果が

ある。 

 

特定環境保全公共下水道 

公共下水道のうち市街化区域以外にお

いて設置されるもので、自然公園法第2条

に規定されている自然公園の区域内の水

域の水質を保全するために施行されるも

の、または公共下水道の整備により生活

環境の改善を図る必要がある区域におい

て施行されるもの及び、処理対象人口が

概ね1,000人未満で水質保全上特に必要な

地区において施行されるもの。 

 

特定用途誘導地区 

都市再生特別措置法第 109条第 1項に規

定されている都市計画の地域地区のひと

つ。立地適正化計画で定めた都市機能誘

導区域内において、特定の誘導施設に限

り、容積率、建物用途の制限の緩和を行

うことにより、誘導施設の立地を促すこ

とを目的とする。 

 

都市機能 

都市において必要な文化、教育、保

健・医療・福祉、商業、工業等のサービ

スを提供する機能。 

都市計画 

都市の健全な発展と秩序ある整備を図

るための土地利用、都市施設の整備、市

街地開発事業等に関する計画。 

 

都市計画区域 

都市計画法その他関連法令の適用を受

けるべき土地の区域。具体的には、市町

村の中心市街地を含み、かつ、自然的・

社会的条件、人口・土地利用・交通量等

の現況・推移を勘案して、一体の都市と

して総合的に整備、開発、保全する必要

がある区域。 

都市計画区域のうち、区域区分が定め

られているものを「線引き都市計画区域」、

区域区分が定められていないものを「非

線引き都市計画区域」という。 

 

都市計画事業 

国土交通大臣または都道府県知事の認

可（都市計画事業認可）を得て実施され

る都市計画施設の整備に関する事業。 

 

都市再生整備計画事業 

地域の歴史・文化・自然環境等の特性

を活かした個性あふれるまちづくりを実

施し、全国の都市の再生を効率的に推進

することにより、地域住民の生活の質の

向上と地域経済・社会の活性化を図るこ

とを目的とした事業。都市再生特別措置

法第 46 条第１項の規定に基づき、市町村

が都市再生整備計画を作成し、計画に基

づき実施される事業等の費用に充当する

ための交付金が国から交付される。 
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都市浸水想定区域 

特定都市河川浸水被害対策法に基づく

特定都市河川流域において、一定規模の

降雨が生じた場合に、都市浸水が想定さ

れる区域。円滑かつ迅速な避難の確保や

浸水被害の軽減を図るために指定される。 

 

都市のスポンジ化 

都市の内部において、空き家、空き地

等が小さな敷地単位で、時間的・空間的

にランダムに、相当程度の分量で発生す

ること及びその状態。 

 

土砂災害警戒区域（イエローゾーン） 

土砂災害が発生した場合、住民の生命

または身体に危害が生ずるおそれがある

と認められる土地の区域で、警戒避難体

制を特に整備すべき土地の区域。 

 

土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン） 

土砂災害警戒区域のうち土砂災害が発

生した場合、建築物に損壊が生じ住民の

生命または身体に著しい危害が生ずるお

それがあると認められる土地の区域。一

定の開発行為の制限や居室を有する建築

物の構造が規制される。 

 

な行 

農用地区域 

市町村が今後農業上の利用を図るべき

区域として、農業振興地域の整備に関す

る法律の条件等に基づき、農業振興地域

整備計画に定めた区域。 

は行 

氾濫流 

河川の堤防が決壊（破堤）または越水

（溢水）により、河川内の水が河川外の

市街地や農地へ猛烈な勢いで流れ出る現

象やその流れのこと。 

 

避難行動要支援者 

平成 25 年 6 月の災害対策基本法の改正

により、「災害時要援護者」に代わり使わ

れるようになった言葉で、災害が発生し

たとき、または災害が発生するおそれが

ある場合に、自ら避難することが困難な

高齢者や障害者等の要配慮者のうち、特

に支援を要する人のこと。 

 

保安施設地区 

水源の涵養、土砂の流出の防備及び土

砂の崩壊の防備等の目的を達成するため、

森林の造成事業等を行う必要があると認

めるときにおいて、農林水産大臣により

指定される地区のこと。 

 

ま行 

マイタイムライン 

いつ起こるか分からない災害から自分

や家族の命を守るための「自らの防災行

動計画」のこと。 

 

マネジメントサイクル 

施策や事業の成果を十分に点検・見直

しを行い、その結果を次の施策や事業に

生かし、一層の成果を上げていくための

一連の仕組みを意味しており、Plan（企

画・立案）、Do（実施）、Check（評価）、

Action（改善）の PDCA サイクルが代表的。 
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メッシュ 

地図上において、位置特定を補助した

り、比較・分析するために同一サイズの

四角形で区切り格子状にしたもの。 

 

や行 

容積率 

敷地面積に対する延べ床面積の割合。

土地の上にどれだけの広さの建物を建て

られるかを示す指標。 

 

 

 

 

 

 

 

 

用途地域 

都市計画の地域地区のひとつで、都市

計画区域及び準都市計画区域内において、

都市計画法に基づき、建築物の用途、容

積率、建ぺい率及び各種の高さについて

制限を行う地域。 

 

ら行 

ランドバンク事業 

空き家や空き地等の未利用ストックに

ついて、隣接地や前面道路と一体として

捉え、小規模での区画再編を連鎖させて、

接道状況や土地形状の改善を図り、良好

な居住環境整備につなげることにより、

土地に付加価値を与え、市場性のあるス

トックを生み出す事業。 

流域治水 

気候変動の影響による水災害の激甚

化・頻発化等を踏まえ、堤防の整備、ダ

ムの建設・再生等の対策をより一層加速

するとともに、集水域（雨水が河川に流

入する地域）から氾濫域（河川等の氾濫

により浸水が想定される地域）にわたる

流域に関わるあらゆる関係者が協働して

水災害対策を行う考え方。 

 

流通業務地区 

流通機能の向上及び道路交通の円滑化

を図るため、流通業務市街地として整備

すべき地域について、都市計画に定める

ものであり、原則として地区内では、流

通業務に関連する施設以外の施設の設置

等が規制される。 

 

老朽危険空家 

空家等対策の推進に関する特別措置法第

2 条第 1 項に規定する空家等のうち、老朽

化等により腐朽または破損の状態が著し

く、周辺に著しい保安上の危険を及ぼす

もの。 
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尾道市立地適正化計画の策定体制 

1．策定体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

尾道市立地適正化計画 

【市民の意見把握】 

 市民意向調査 

地域別説明会 

尾道地域 

御調地域 

向島地域 

因島地域 

生口島地域 

パブリックコメント 

議会 

説明 

意見 

説明 

意見 

【尾道市】 

尾道市立地適正化計画 

検討委員会（部長級） 

尾道市立地適正化計画 

検討委員会幹事会（課長級） 

協議 

尾道市都市再生協議会 

学識経験者 

各種団体 

地域代表 

尾道市都市計画審議会 

説明 

意見 
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2．策定経緯 

 

会議名等 会議回数 開催日程 

市民意向調査  令和 5年 10 月 23 日～ 

  令和 5年 11 月 10 日 

尾道市立地適正化計画検討委員会幹事会 計 8 回 ① 令和 5年 8月 2日 

  ② 令和 5年 12 月 25 日 

  ③ 令和 6年 1月 30 日 

  ④ 令和 6年 10 月 29 日 

  ⑤ 令和 7年 1月 31 日 

  ⑥ 令和 7年 5月 20 日 

  ⑦ 令和 7年 9月 12 日 

  ⑧ 令和 8年 1月 20 日 

尾道市立地適正化計画検討委員会 計 7 回 ① 令和 5年 8月 18 日 

  ② 令和 6年 2月 15 日 

  ③ 令和 6年 11 月 13 日 

  ④ 令和 7年 2月 21 日 

  ⑤ 令和 7年 6月 13 日 

  ⑥ 令和 7年 10 月 3 日 

  ⑦ 令和 8年 2月 9日 

尾道市都市再生協議会 計 7 回 ① 令和 5年 9月 7日 

  ② 令和 6年 3月 21 日 

  ③ 令和 6年 11 月 29 日 

  ④ 令和 7年 3月 28 日 

  ⑤ 令和 7年 7月 3日 

  ⑥ 令和 7年 10 月 27 日 

  ⑦ 令和 8年 3月 6日 

尾道市都市計画審議会 計 5 回 ① 令和 5年 8月 9日 

  ② 令和 6年 3月 26 日 

  

③ 令和 7年 1月 29 日 

④ 令和 7年 8月 18 日 

⑤ 令和 8年 3月 6日 

地域別説明会 

（尾道地域、御調地域、向島地域、因島

地域、生口島地域） 

計 11回 ① 令和 7年 1月 15 日～ 

令和 7年 2月 19 日 

② 令和 7年 7月 29 日～ 

令和 7年 8月 5日 

パブリックコメント  令和 7年 11 月 25 日～ 

  令和 7年 12 月 24 日 
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3．尾道市都市再生協議会設置要綱 

 

尾道市都市再生協議会設置要綱を次のように定める。 

 

令和５年７月３日 

 

尾道市長 平 谷 祐 宏   

 

尾道市都市再生協議会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 都市再生特別措置法（平成１４年法律第２２号。以下「法」という。）に基づく立地適正化

計画の作成、変更及び実施に関し必要な協議を行うため、法第１１７条第１項の規定に基づき尾

道市都市再生協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

（組織） 

第２条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1)  学識経験者 

(2)  各種団体 

(3)  地域住民 

(4)  関係行政機関の職員 

(5)  その他市長が必要と認める者 

（運営） 

第３条 協議会に、会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 協議会に副会長を１人置き、委員のうちから会長が指名する者をもって充てる。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理す

る。 

５ 会長は、必要に応じて、協議会の会議に委員以外の関係者の出席を求めることができる。 

６ 委員は、協議会の会議に出席できないときは、その委員の代理人を出席させることができる。 

（会議） 

第４条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。 

 

（任期） 

第５条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員の再任は、妨げない。 

２ 欠員により新たに委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。 

（事務局） 

第６条 協議会の庶務は、建設部まちづくり推進課において行う。 

（雑則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会で定める。 

 

付 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和５年７月３日から施行する。 

 （最初の任期の特例） 

２ 第５条第 1 項の規定にかかわらず、最初に委嘱される委員の任期は、委嘱の日から令和８年３

月３１日までとする。 
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4．都市再生協議会委員名簿 

 団体・ 

機関 
部門 所属・役職 

協議会 

役職 
氏名 

1 
学識経験者 

公立大学法人福山市立大学教授 会長 渡邉 一成 

2 公立大学法人尾道市立大学教授 副会長 井本 伸 

3 

各種団体 

商工業 

尾道商工会議所事務局長  
水津 弘貴 

(上川 伊智郎) 

4 因島商工会議所専務理事  田中 洋平 

5 尾道しまなみ商工会事務局長  
寺内 公基 

(平谷 学) 

6 
公共交通 

公益社団法人広島県バス協会専務理事  赤木 康秀 

7 尾道地区旅客船協会理事  弓場 一輝 

8 金融 株式会社広島銀行尾道支店執行役員尾道支店長  
土井 康稔 

(山内 栄弐) 

9 不動産 公益社団法人広島県宅地建物取引業協会尾三支部支部長  柏原 隼人 

10 
医療 

一般社団法人尾道市医師会副会長  山辺 高司 

11 一般社団法人因島医師会会長  藤井 温 

12 福祉 社会福祉法人尾道市社会福祉協議会事務局長  
渡邉 千芳 

(田坂 昇) 

13 その他団体 広島経済同友会 尾道支部 副支部長  髙垣 孝久 

14 

地域住民 

社会福祉法人尾道市社会福祉協議会元評議員  小林 富美子 

15 御調町振興区長会会長  
源田 芳教 

(井上 寛) 

16 向島町区長会会長  
藤原 博道 

(京泉 和久男) 

17 因島地区区長連合会会長  

松葉 博行 

(福原 謙二) 

(角 好美) 

18 瀬戸田町区長会名荷区区長  片山 博雅 

19 尾道市 PTA連合会会長  
工藤 孝之 

(吉浦 史貴) 

20 

関係行政機関 

広島県土木建築局都市計画課課長  
梶村 隆穂 

(廣中 伸孝) 

21 広島県地域政策局公共交通政策課課長  

水本 全彦 

(丸石 圭一) 

(藤井 剛) 

22 広島県東部建設事務所三原支所支所長  

岡田 浩実 

(髙橋 直樹) 

(木村 成弘) 

（    ）内は前任者 
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5．尾道市立地適正化計画検討委員会設置要綱 

 

尾道市立地適正化計画検討委員会設置要綱を次のように定める。 

 

令和７年４月１日 

 

尾道市長 平 谷 祐 宏   

 

尾道市立地適正化計画検討委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 都市再生特別措置法（平成１４年法律第２２号）に基づく立地適正化計画の作成、

変更及び実施に関して必要な協議を行うため、尾道市立地適正化計画検討委員会（以下

「委員会」という。）を設置する。 

（委員会の組織） 

第２条 委員会は、別表 1に定める委員をもって組織する。 

２ 委員長は副市長とし、副委員長は建設部長とする。 

（委員長及び副委員長の職務） 

第３条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。 

（委員会） 

第４条 委員会の会議（以下この条において「会議」という。）は、委員長が招集し、議長を

務める。 

２ 会議は、必要に応じて、関係のある委員だけで開くことができる。 

３ 委員長は、必要に応じて、会議に委員以外の関係者の出席を求めることができる。 

４ 委員は、会議に出席できないときは、その委員の代理者を出席させることができる。 

（幹事会の組織） 

第５条 委員会の事務を補佐するため、幹事会を置く。 

２ 幹事会は、幹事長及び幹事をもって組織する。 

３ 幹事長は、建設部長とする。 

４ 幹事は、別表２に定める職にある者をもって充てる。 

（幹事長の職務） 

第６条 幹事長は、会務を総理し、幹事会を代表する。 

（幹事会） 

第７条 幹事会の会議（以下この条において「会議」という。）は、幹事長が招集し、議長を

務める。 

２ 会議は、必要に応じて、関係のある幹事だけで開くことができる。 

３ 幹事長は、必要に応じて、会議に幹事以外の関係者の出席を求めることができる。 

４ 幹事が会議に出席できないときは、その幹事の代理者が出席することができる。 
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（事務局） 

第８条 委員会及び幹事会の事務局は、建設部まちづくり推進課に置く。 

（雑則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会及び幹事会の運営に関し必要な事項は、委員

会で定める。 

 

付 則 

この要綱は、令和５年７月３日から施行する。 

付 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 
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別表１（第２条関係） 

尾道市副市長 

参事（定住交流担当） 

参事（子ども政策担当） 

尾道市企画財政部長 

〃  総務部長 

〃  市民生活部長 

〃  福祉保健部長 

〃  産業部長 

〃  建設部長 

〃  因島総合支所長 

〃  御調支所長 

〃  向島支所長 

〃  瀬戸田支所長 

〃  消防局長 

〃  教育委員会教育総務部長 

〃       学校教育部長 

〃  上下水道局長 

〃  病院事業局病院管理部長 

〃       尾道市立市民病院事務部長 

〃       公立みつぎ総合病院事務部長 

その他委員長が必要と認める者 

 

別表２（第５条関係） 

尾道市企画財政部政策企画課長 

〃       文化振興課長 

〃       財政課長 

〃       資産税課長 

〃  総務部総務課長 

〃  市民生活部環境政策課長 

〃       清掃事務所長 

〃       衛生施設センター所長 

〃       南部清掃事務所長 

〃  福祉保健部健康推進課長 

〃       社会福祉課長 

〃       高齢者福祉課長 

〃       子育て支援課長 

〃       因島福祉課長 

〃  産業部農林水産課長 

〃     商工課長 

〃     観光課長 

〃     港湾振興課長 

〃  建設部土木課長 

〃     維持修繕課長 

〃     まちづくり推進課長 

〃     建築課長 

〃  因島総合支所しまおこし課長 

〃        施設管理課長 

〃  御調支所まちおこし課長 

〃      御調保健福祉センター所長 
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〃  向島支所しまおこし課長 

〃  瀬戸田支所住民福祉課長（瀬戸田保健福祉センター所長） 

〃       しまおこし課長 

〃  消防局総務課長 

〃  農業委員会事務局長 

〃  教育委員会教育総務部庶務課長 

〃       教育総務部生涯学習課長 

〃       教育総務部因島瀬戸田地域教育課長 

〃       学校教育部学校経営企画課長 

〃  上下水道局経営総務課長 

〃       水道工務課長 

〃       下水道課長 

〃  病院事業局病院管理部病院管理課長 

〃       尾道市立市民病院事務部経営企画課長 

〃       公立みつぎ総合病院事務部経営企画課長 

その他幹事長が必要と認める者 
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6．尾道市立地適正化計画検討委員会委員名簿 

委員会 

役 職 
所属・役職名 氏名 

委員長 副市長 澤田 昌文 

副委員長 建設部長 山口 憲二 

委員 参事（定住交流担当） 山根 広史 

 参事（子ども政策担当） 三好 雅子 

 企画財政部長 中山 泰則 

 総務部長 前川 洋平 

 市民生活部長 高橋 紀行 

 福祉保健部長 水田 章治 

 産業部長 内海 直子 

 因島総合支所長 清玄 智文 

 御調支所長 梅林 美穂 

 向島支所長 井上 尊恵 

 瀬戸田支所長 新苗 晴司 

 消防局長 山戸 邦弘 

 教育委員会教育総務部長 中濵 昌二 

 教育委員会学校教育部長 小柳 哲雄 

 上下水道局長 髙垣 利朗 

 病院管理部長 新宅 康生 

 尾道市立市民病院事務部長 西原 真澄 

 病院事業局公立みつぎ総合病院事務部長 近藤 茂之 

※令和 8年 2月 9日時点 
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